
宇

城

市

う

き

し

（市 役 所）

一

概

況

 
 

宇
城
市
は
、
平
成
一
七
年
一
月
一
五
日
、
宇
土
郡
三
角
町
、
不
知
火
町
、
下
益
城
郡
松
橋
町
、

小
川
町
、
豊
野
町
の
五
町
が
合
併
し
誕
生
し
た
。
東
西
約
三
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北
一
四
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
と
東
西
に
長
い
形
状
で
、
人
口
は
六
一
、
八
七
八
（
平
成
二
二
年
国
勢
調
査
）
、
面

積
は
約
一
八
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

 
 

熊
本
県
の
ほ
ぼ
中
央
、
宇
土
半
島
の
南
部
か
ら
九
州
山
地
の
山
裾
に
位
置
し
、
北
は
熊
本
市

及
び
宇
土
市
、
東
は
美
里
町
及
び
甲
佐
町
、
南
は
八
代
市
及
び
氷
川
町
、
西
は
上
天
草
市
と
接

し
て
い
る
。
ま
た
、
西
の
三
角
岳
（
四
〇
六
メ
ー
ト
ル
）
、
柴
尾
山
（
三
五
九
メ
ー
ト
ル
）
と
大

部
分
が
小
山
脈
、
丘
陵
地
帯
と
平
野
部
に
あ
り
、
浜
戸
川
、
大
野
川
、
砂
川
な
ど
の
河
川
が
有

明
海
、
不
知
火
海
に
向
か
っ
て
流
れ
て
い
る
。
温
暖
な
気
候
に
加
え
、
美
し
い
田
園
風
景
と
不

知
火
海
の
文
化
に
彩
ら
れ
た
自
然
景
観
、
そ
し
て
都
市
的
機
能
を
併
せ
持
っ
た
バ
ラ
ン
ス
の
取

れ
た
地
域
で
あ
る
。

 
 

交
通
機
関
で
は
縦
軸
に
国
道
三
号
と
九
州
縦
貫
自
動
車
道
が
走
り
、
市
央
に
は
松
橋
イ
ン
タ

ー
チ
ェ
ン
ジ
を
有
す
る
。
さ
ら
に
Ｊ
Ｒ
鹿
児
島
本
線
松
橋
駅
・
小
川
駅
、
横
軸
に
は
国
道
二
一

八
号
、
二
六
六
号
と
Ｊ
Ｒ
三
角
線
が
走
り
、
上
天
草
市
を
望
む
西
岸
に
は
三
角
港
を
有
し
、
県

央
部
の
交
通
の
一
大
結
節
点
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

 
 

市
中
心
部
の
松
橋
地
域
や
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
を
有
す
る
小
川
地
区
を
中
心
に
、
商

業
面
で
の
発
展
も
著
し
い
。

 
 

農
業
で
は
、
山
間
部
で
の
ミ
カ
ン
、
デ
コ
ポ
ン
な
ど
の
柑
橘
類
の
栽
培
、
平
野
部
で
の
米
、

い
草
な
ど
の
栽
培
、
メ
ロ
ン
・
梨
・
桃
・
栗
・
柿
な
ど
の
果
樹
や
園
芸
な
ど
、
温
暖
な
気
候
と

地
形
に
応
じ
た
、
多
様
な
産
物
に
恵
ま
れ
て
い
る
。

 
 

名
所
旧
跡
と
し
て
は
、
天
草
五
橋
の
一
号
橋
で
あ
る
長
さ
約
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
天
門
橋
、

全
国
で
唯
一
現
存
す
る
石
積
埠
頭
を
持
つ
明
治
期
に
築
造
さ
れ
た
三
角
西
港
、
八
朔
（
旧
暦
八

月
一
日
）
の
深
夜
、
不
知
火
海
に
現
れ
る
幻
想
的
な
「
不
知
火
」、
幾
何
学
模
様
の
線
刻
と
丹
彩

が
あ
る
装
飾
古
墳
で
あ
る
宇
賀
岳
古
墳
、
鉄
眼
禅
師
で
有
名
な
三
宝
寺
、
熊
本
県
指
定
史
跡
と

な
っ
て
い
る
浄
水
寺
跡
（
延
歴
九
年
（
七
九
〇
））
、
天
正
九
年
（
一
五
八
一
）
に
阿
蘇
家
の
重

臣
甲
斐
宗
運
と
相
良
義
陽
が
戦
っ
た
古
戦
場
の
響
が
原
な
ど
、
多
彩
な
地
域
資
源
を
有
し
て
い

る
。
特
に
、「
不
知
火
」
は
全
国
的
に
有
名
で
あ
り
、
毎
年
、
八
朔
の
深
夜
、
不
知
火
海
に
妖
し

い
謎
の
火
が
現
れ
、
漆
黒
の
海
に
明
滅
し
、
あ
る
い
は
燃
え
る
が
如
く
、
互
い
に
離
合
集
散
す
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る
様
は
、
ま
さ
し
く
神
秘
の
火
に
ふ
さ
わ
し
い
霊
火
で
あ
る
。
こ
の
夜
は
、
九
州
各
県
は
も
と

よ
り
、
全
国
各
地
か
ら
観
光
客
が
訪
れ
る
。 

 
二 
市
名
の
由
来 

 

宇
城
西
部
五
町
合
併
協
議
会
に
お
い
て
、
平
成
一
四
年
一
一
月
か
ら
平
成
一
五
年
一
月
に
か

け
て
候
補
名
を
一
般
公
募
し
、
県
内
外
か
ら
四
、
六
一
六
件
（
一
、
九
五
五
種
類
）
の
有
効
応

募
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
基
に
、各
町
及
び
新
市
名
候
補
選
定
小
委
員
会
に
お
け
る
選
考
を
経
て
、

「
宇
城
市
」
「
う
き
市
」
「
中
九
州
市
」
、「
肥
後
市
」
の
四
候
補
に
絞
ら
れ
、
最
終
的
に
は
、

合
併
協
議
会
に
お
い
て
新
市
の
名
称
は
「
宇
城
市
」
に
決
定
さ
れ
た
。 

五
町
は
宇
土
郡
、
下
益
城
郡
に
位
置
し
て
い
た
が
、
元
来
、
当
該
地
域
を
広
く
「
宇
城
」
と

呼
ぶ
こ
と
が
住
民
に
広
く
定
着
し
て
お
り
、
一
般
公
募
に
お
い
て
も
最
多
の
得
票
数
で
あ
っ
た
。

 

 

三 

平
成
の
合
併
検
討
経
緯 

 

１ 

合
併
関
係
市
町
村
の
状
況 

      

 

（
一
） 

宇
土
郡
三
角
町 

昭
和
三
〇
年
二
月
一
日
、
旧
三
角
町
、
郡
浦
村
、
大
岳
村
、
戸
馳
村
の
一
町
三
村
が
合
併

し
て
で
き
た
町
で
、
有
明
海
、
不
知
火
海
に
突
出
し
た
宇
土
半
島
の
先
端
部
に
位
置
し
、
面

積
は
約
四
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
近
年
は
、
東
西
の
港
を
中
心
と
し
た
内
外
貿
易

と
観
光
、
果
樹
栽
培
と
施
設
園
芸
を
柱
と
し
て
い
る
。 

（
二
） 

宇
土
郡
不
知
火
町 

昭
和
三
一
年
九
月
三
〇
日
、
宇
土
半
島
の
南
岸
に
位
置
す
る
不
知
火
村
と
松
合
町
が
合
併

し
て
で
き
た
町
で
、
面
積
は
約
二
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
産
業
と
し
て
は
、
農
業
・

漁
業
が
営
ま
れ
、
果
樹
栽
培
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
観
光
で
は
幻
想
的
な
「
不
知
火
」
で
全
国

的
に
知
ら
れ
る
。 

（
三
） 

下
益
城
郡
松
橋
町 

昭
和
二
九
年
一
二
月
一
日
、
旧
松
橋
町
外
三
村
の
合
併
、
ま
た
昭
和
三
〇
年
一
一
月
の
宇

土
市
と
の
境
界
変
更
に
よ
り
で
き
た
町
で
、
面
積
は
約
三
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

農
業
に
加
え
商
工
並
進
の
町
で
、
平
成
の
合
併
時
に
は
人
口
や
地
勢
面
で
合
併
関
係
市
町
村

の
核
と
な
る
地
域
で
あ
っ
た
。 

（
四
） 

下
益
城
郡
小
川
町 

昭
和
三
三
年
三
月
三
一
日
、
下
益
城
郡
の
南
端
に
位
置
す
る
旧
小
川
町
、
益
南
村
、
海
東

村
の
合
併
に
よ
り
で
き
た
町
で
、
面
積
は
約
四
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
主
要
産
業

は
平
坦
地
に
お
け
る
農
業
で
あ
っ
た
が
、
近
年
、
大
型
商
業
施
設
の
進
出
な
ど
に
よ
り
、
商

工
業
面
も
伸
び
を
見
せ
た
。 

（
五
） 

下
益
城
郡
豊
野
町 

 
 

明
治
二
二
年
四
月
に
七
村
合
併
に
よ
り
誕
生
し
た
豊
野
村
は
、
昭
和
の
合
併
を
経
ず
に
近

年
に
至
り
、
平
成
一
二
年
七
月
一
日
に
町
制
施
行
し
た
。
面
積
は
約
三
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
で
あ
る
。
米
作
の
ほ
か
、
施
設
園
芸
な
ど
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。 

 

２ 

検
討
の
経
緯 

平
成
一
二
年
三
月
に
県
が
策
定
し
た
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
に
お
い
て
は
、
三
角
町
・
不
知

火
町
・
松
橋
町
・
小
川
町
の
四
町
合
併
が
示
さ
れ
、
豊
野
村
に
つ
い
て
は
、
東
隣
の
下
益
城
郡

中
央
町
及
び
砥
用
町
と
の
三
町
合
併
が
示
さ
れ
て
い
た
が
、
豊
野
町
は
、
地
域
の
中
核
的
な
町

で
あ
っ
た
松
橋
町
を
志
向
す
る
町
民
の
声
が
強
い
と
の
判
断
か
ら
、
先
述
の
四
町
に
対
し
て
合

併
枠
組
み
へ
の
参
加
を
打
診
し
た
。
四
町
側
も
こ
れ
に
応
じ
、
平
成
一
四
年
一
月
、
五
町
に
よ

る
任
意
の
合
併
協
議
会
が
設
置
さ
れ
た
。 

平
成
一
四
年
四
月
に
法
定
協
議
会
に
移
行
し
て
更
に
協
議
を
重
ね
た
後
、
平
成
一
七
年
一
月

一
五
日
、
新
市
「
宇
城
市
」
が
誕
生
し
た
。
（
第
二
編
「
宇
城
地
域
」
参
照
） 

 

３ 

合
併
協
議
会
に
お
け
る
協
定
事
項
等 

（
※
基
本
的
協
議
項
目
及
び
合
併
特
例
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
協
議
項
目
を
記
載
）

 

三
角
町 

 

不
知
火
町 

 
 
 
 
 

 

宇
城
市 

 

松
橋
町 

 
 

 
 
 
 

 

（
平
一
七
・
一
・
一
五 

新
設
） 

 

小
川
町 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

豊
野
町 
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（
一
） 

合
併
の
方
式 

 

新
設
（
対
等
）
合
併
と
す
る
。 

（
二
） 

合
併
の
期
日 

 

合
併
の
期
日
は
、
平
成
一
七
年
一
月
一
五
日
と
す
る
。 

（
三
） 
新
市
の
名
称 

 

新
市
の
名
称
は
、
「
宇
城
市
」
と
す
る
。 

（
四
） 
新
市
の
事
務
所
の
位
置 

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

１ 

新
市
の
事
務
所
の
位
置
は
、
松
橋
町
大
字
大
野
八
五
番
地
と
す
る
。 

２ 

現
在
の
三
角
町
、
不
知
火
町
、
小
川
町
、
豊
野
町
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
場
の
位
置
に

支
所
を
置
く
。 

３ 

現
在
の
不
知
火
町
松
合
出
張
所
の
位
置
に
、
当
分
の
間
、
出
張
所
を
置
く
。 

（
五
） 

財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い 

財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

１ 

公
有
財
産
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
引
き
継
ぐ
。 

２ 

物
品
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に
引
き
継
ぐ
。 

３ 

共
通
の
基
金
額
に
つ
い
て
は
、
各
町
各
基
金
の
額
を
確
保
す
る
。
ま
た
、
そ
の
他

の
基
金
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
の
保
有
額
を
持
ち
寄
る
。 

（
六
） 

新
市
建
設
計
画 

新
市
建
設
計
画
は
、
別
添
「
新
市
建
設
計
画
」
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
（
略
） 

（
七
） 

議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い 

議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

１ 

議
会
議
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
七
条

第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
、
現
在
の
各
町
の
議
員
は
、
合
併
後
一
年
三
か
月
間
、
平

成
一
八
年
四
月
三
〇
日
ま
で
、
引
き
続
き
新
市
の
議
会
議
員
と
し
て
の
身
分
を
有
す

る
。 地

方
自
治
法
第
九
一
条
第
一
項
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
く
議
会
議
員
の
定
数
に
つ

い
て
は
、
二
八
人
と
す
る
。
た
だ
し
、
合
併
後
の
最
初
の
一
般
選
挙
に
限
り
、
そ
の

定
数
は
三
〇
人
と
す
る
。 

２ 

公
職
選
挙
法
第
一
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
選
挙
区
は
設
け
な
い
。 

（
八
） 

農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い 

農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

１ 

新
市
の
農
業
委
員
会
委
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
一
つ
の
農
業
委
員
会
を

置
き
、
五
町
の
農
業
委
員
会
の
選
挙
で
選
任
さ
れ
た
委
員
で
あ
っ
た
者
は
、
市
町
村

の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
し
、
平
成
一

七
年
七
月
一
九
日
ま
で
引
き
続
き
新
市
の
農
業
委
員
会
委
員
と
し
て
の
身
分
を
有
す

る
。 

２ 

農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
定
数
は
二
〇
人
と
し
、
そ
の
選
挙
に
つ
い
て

は
、
選
挙
区
を
設
け
る
。
選
挙
区
ご
と
の
委
員
の
定
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

三
角
町
四
人
、
不
知
火
町
三
人
、
松
橋
町
五
人
、
小
川
町
六
人
、
豊
野
町
二
人 

（
九
） 

地
方
税
の
取
扱
い 

地
方
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

１ 

個
人
市
民
税
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

①
納
税
義
務
者
、
税
率
（
所
得
割
）
及
び
納
期
（
特
別
徴
収
）
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
と
お
り
と
す
る
。 

②
税
率
（
均
等
割
）
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
第
三
一
〇
条
の
規
定
に
よ
り
年
額
二

五
〇
〇
円
と
す
る
。 

③
徴
収
方
法
に
つ
い
て
は
、
集
合
徴
収
と
し
、
納
期
に
つ
い
て
は
、
六
月
か
ら
翌
三

月
ま
で
の
一
〇
期
と
す
る
。
納
期
限
に
つ
い
て
は
、
各
月
末
日
と
す
る
。
た
だ
し
、

一
二
月
に
あ
っ
て
は
二
六
日
と
す
る
。 

２ 

法
人
市
民
税
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。 

３ 

軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

①
納
税
義
務
者
、税
率
及
び
身
体
障
害
者
減
免
に
つ
い
て
は
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

 

②
納
期
に
つ
い
て
は
、
五
月
一
日
か
ら
五
月
三
一
日
ま
で
と
す
る
。 

③
弁
償
金
に
つ
い
て
は
、
松
橋
町
の
例
に
よ
る
。 

４ 

町
た
ば
こ
税
、
鉱
産
税
及
び
入
湯
税
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

①
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。 

②
鉱
産
税
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。 

③
入
湯
税
に
つ
い
て
は
、
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
の
と
お
り
と
す
る
。 

ア 

納
税
義
務
者
に
つ
い
て
は
、
三
角
町
の
例
に
よ
る
。 

イ 
税
率
に
つ
い
て
は
、
三
角
町
の
例
に
よ
る
。 

ウ 
課
税
免
除
に
つ
い
て
は
、
不
知
火
町
の
例
に
よ
る
。 

５ 

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 
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①
納
税
義
務
者
、
課
税
標
準
、
税
率
、
免
税
点
及
び
地
積
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と

お
り
と
す
る
。 

②
納
期
に
つ
い
て
は
、
四
月
、
七
月
、
一
二
月
、
二
月
の
四
期
と
し
、
納
期
限
に
つ

い
て
は
各
月
末
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
二
月
に
あ
っ
て
は
二
六
日
と
す
る
。
市
内

に
住
所
を
有
す
る
個
人
に
対
す
る
徴
収
方
法
に
つ
い
て
は
集
合
徴
収
と
し
、
そ
の
納

期
に
つ
い
て
は
、
六
月
か
ら
翌
三
月
ま
で
の
一
〇
期
と
す
る
。
そ
の
納
期
限
に
つ
い

て
は
、
各
月
末
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
二
月
に
あ
っ
て
は
二
六
日
と
す
る
。 

③
土
地
・
家
屋
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
専
門
業
者
に
委
託
す
る
な
ど
を
含
め
て
新
市

に
お
い
て
調
整
す
る
。 

④
固
定
資
産
税
の
減
免
に
つ
い
て
は
、
豊
野
町
の
例
に
よ
る
。 

⑤
誘
致
企
業
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
免
に
つ
い
て
は
、
次
の
ア
及
び
イ
の
と
お

り
と
す
る
。 

ア 

期
間
は
、
三
か
年
度
と
す
る
。 

イ 

工
場
等
の
指
定
は
、
次
の
ア
、イ
及
び
ウ
に
定
め
る
工
場
等
を
対
象
と
す
る
。 

（
ア
）
農
村
地
域
工
業
導
入
促
進
法
第
一
〇
条
、
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置

法
第
三
一
条
、
半
島
振
興
法
第
一
七
条
の
適
用
を
受
け
る
施
設
を
有
し
、
市
が

誘
致
し
た
工
場
等 

（
イ
）
前
号
に
規
定
す
る
工
場
等
以
外
の
う
ち
、
新
設
さ
れ
又
は
増
設
さ
れ
る
一

の
工
業
生
産
設
備
で
設
備
投
資
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
三
〇
〇
〇
万
円
を

超
え
、
か
つ
、
こ
れ
を
当
該
事
業
に
供
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
増
加
す
る
雇
用
者

（
日
々
雇
い
入
れ
る
者
を
除
く
）
の
数
が
七
人
を
超
え
る
者
を
有
す
る
工
場
等
。

た
だ
し
、
既
に
指
定
さ
れ
た
工
場
等
が
増
設
す
る
場
合
に
限
っ
て
は
、
構
成
す

る
建
物
及
び
そ
の
付
属
設
備
、
構
築
物
、
機
械
及
び
装
置
、
船
舶
、
航
空
機
、

車
両
及
び
運
搬
具
並
び
に
工
具
器
具
及
び
備
品
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
一

〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る
場
合
に
適
用
す
る
も
の
と
し
、
増
加
雇
用
者
数
の
規
定

は
除
外
す
る
。 

（
ウ
）
市
と
の
進
出
協
定
を
終
え
た
工
場
等 

⑥
総
合
保
養
地
域
に
お
け
る
固
定
資
産
税
の
不
均
一
課
税
に
つ
い
て
は
、
三
角
町
の

例
に
よ
る
。 

６ 

特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

①
納
税
義
務
者
、
課
税
標
準
、
税
率
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。 

②
免
税
点
に
つ
い
て
は
、
五
、
〇
〇
〇
㎡
と
す
る
。 

（
一
〇
） 

一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い 

一
般
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

１ 

一
般
職
の
職
員
は
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
九
条
に
よ
り
、
す

べ
て
新
市
の
職
員
と
し
て
引
き
継
ぐ
。
職
員
数
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
定
員

適
正
化
計
画
を
策
定
し
、
定
員
管
理
の
適
正
化
に
努
め
る
。 

２ 

職
員
の
職
の
設
置
及
び
職
名
に
つ
い
て
は
、
人
事
管
理
及
び
職
員
の
処
遇
の
観
点

か
ら
、
合
併
時
に
統
一
す
る
。 

３ 

職
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
処
遇
及
び
給
与
の
適
正
化
の
観
点
か
ら
調
整

し
、
統
一
を
図
る
。
な
お
、
現
職
員
に
つ
い
て
は
、
現
給
を
保
証
す
る
。 

（
一
一
） 

地
域
審
議
会
の
取
り
扱
い 

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
四
に
基
づ
く
「
地
域
審
議
会
」
に
つ
い

て
は
、
新
市
に
お
い
て
設
置
す
る
。
な
お
、
地
域
審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な

事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
（
略
） 

  

４ 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長 

            

豊
野
町 

小
川
町 

松
橋
町 

不
知
火
町 

三
角
町 

 

町
村
名 

長
田 

政
敏 

松
永 

信
雄 

松
田 

利
康 

森 

茂
之 

吉
田 

等 

 
 

 

長 

瀧
下 

好
輝 

佐
伯 

榮
一 

 

浦
上 

晧
二 

 

助 

役 

北
岡 

暉
正 

飯
田 

精
也 

林
田 

敏
嗣 

村
﨑 

美
孝 

古
田 

俊
一 

 

収
入
役 

深
田 

義
實 

坂
田 

清
一 

沖
村 

昭
夫 

楠
田 

浩 

鯛
瀬 

優
一 

 

議 

長 

村
田 

幸
博 

米
村 

和
雄 

豊
田 

紀
代
美 

深
水 

格 

有
馬 

俊
一 

 

副
議
長 
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区

分

業

態

生

業

の
割
合

計 計
中

学

校

高

等

学

校

六
四
、
四
五
二

二
一
、
〇
七
六

一
八
八
・
五
一

六
、
二
一
〇

八
、
一
六
〇

一
六
、
九
四
八

三
一
、
三
一
八五二

五
、
二
三
二

二
八
、
二
八
一

一
二
、
〇
一
一

五
〇
、
三
八
八

一
四
〇
、
一
四
三

二
〇
二
、
五
四
二

一
〇
、
二
五
五

三
、
五
九
七

四
八
・
三
〇

一
、
六
三
〇

九
七
一

二
、
四
一
九

五
、
〇
二
〇一〇

七
〇
五

七
、
四
〇
二

三
、
六
九
四

四
、
一
七
七

二
〇
、
九
五
〇

二
八
、
八
二
一

九
、
九
八
四

三
、
二
九
七

二
八
・
八
三

一
、
〇
〇
七

一
、
二
三
一

二
、
五
九
三

四
、
八
三
一一〇

八
一
〇

四
、
三
七
三

一
、
七
〇
一

一
一
、
七
四
五

一
三
、
六
八
九

二
七
、
一
三
五

二
五
、
一
三
七

八
、
三
九
五

三
八
・
一
五

一
、
三
六
七

三
、
四
五
〇

七
、
三
二
九

一
二
、
一
四
六一一

二
、
三
一
二

八
、
〇
〇
五

二
、
九
五
五

二
三
、
九
二
六

六
七
、
三
三
八

九
四
、
二
一
九

一
三
、
九
一
四

四
、
一
九
三

四
一
・
六
九

一
、
六
〇
〇

一
、
七
五
一

三
、
四
五
一

六
、
八
〇
二一一

一
、
〇
九
五

五
、
三
一
四

二
、
六
三
二

六
、
八
八
五

三
〇
、
九
四
六

四
〇
、
四
六
三

五
、
一
六
二

一
、
五
九
四

三
一
・
五
四

六
〇
六

七
五
七

一
、
一
五
六

二
、
五
一
九一〇

三
一
〇

三
、
一
八
七

一
、
〇
二
九

三
、
六
五
五

七
、
二
二
〇

一
一
、
九
〇
四

中
学
校
以

上
の
学
校

宇
城
市

合

併

関

係

町

第
一
次
産
業

第
二
次
産
業

第
三
次
産
業

第
一
次
産
業

第
二
次
産
業

第
三
次
産
業
（
百
万
円
）

（
百
万
円
）

（
百
万
円
）

（
百
万
円
）

（
百
万
円
）

生
産
額

三
角
町

不
知
火
町

松
橋
町

小
川
町

豊
野
町

５ 
 

合
併
時
の
関
係
町
の
現
況
表

四 
 

昭
和
以
前
の
合
併
検
討
経
緯

【
旧
宇
土
郡
三
角
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】

１ 
 

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

（
市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

（
一
） 

 

三
角
町

本
町
地
域
は
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
長
浜
、
網
田
、
下
網
田
、
赤
瀬
、
戸
口
浦
の
各

三

角

町

戸

馳

村

郡

浦

村

大

岳

村

三

角

町

三

角

町

（
昭
三
〇
・
二
・
一
新
設
）

市

制

・

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

終

戦

ま
で

終

戦

時

三

角

村

波

多

村

太

田

尾

村

戸

馳

村

郡

浦

村

中

村

前

越

村

里

浦

村

手

場

村

大

口

村

三
角
列
（
全
部
事
務
組
合
）

三
角
村

三
角
町

三

角

町

戸

馳

村

郡

浦

村

郡

浦

村

大

岳

村

大

嶽

村

中

村

（
明
二
二
・
四
・
一
設
置
）

明
三
二
・
三
・

三
〇
新
設

（

）

明
三
五
・
九
・

二
六
町
制
施
行

（

）

（
明
二
二
・
四
・
一
新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一
新
設
）

（
明
二
二
・
四
新
設
）
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（
人
）

（
人
）

（
人
）

（
人
）

（
戸
）

（
㎢
）

人

口

戸

数

面

積

市
町
村
税
納
税
額

前
年
度
予
算
総
額
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村
と
と
も
に
第
三
九
大
区
第
五
一
七
小
区
に
編
入
さ
れ
た
が
、
七
年
四
月
、
第
一
〇
大
区
第

七
小
区
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
一
二
年
三
月
、
大
小
区
制
を
廃
止
し
て
三
角
浦
、
太
田
尾
、
波

多
三
か
村
を
一
行
政
区
域
と
し
、
そ
の
戸
長
役
場
が
三
角
浦
村
に
置
か
れ
た
。
一
七
年
四
月
、

三
角
浦
、
太
田
尾
、
波
多
の
三
か
村
に
中
村
、
郡
浦
、
前
越
、
戸
馳
の
四
か
村
を
加
え
て
七

か
村
を
一
行
政
区
域
と
し
、
戸
長
役
場
を
中
村
に
置
い
た
が
、
一
九
年
三
角
港
築
港
工
事
の

進
渉
と
と
も
に
戸
長
役
場
を
三
角
浦
村
に
移
し
た
。
二
一
年
従
来
の
行
政
区
域
を
変
更
し
、

三
角
浦
村
、
太
田
尾
村
、
波
多
村
、
戸
馳
村
の
四
か
村
で
一
行
政
区
域
を
形
成
し
、
戸
長
役

場
を
三
角
浦
村
に
置
い
た
。
翌
二
二
年
四
月
、
町
村
制
の
施
行
の
際
、
従
来
の
四
か
村
の
う

ち
戸
馳
村
を
除
き
、
三
角
浦
、
太
田
尾
、
波
多
三
か
村
は
組
合
村
を
組
織
し
た
が
、
三
二
年

三
月
、
三
か
村
が
合
併
し
て
三
角
村
と
な
り
、
さ
ら
に
三
六
年
三
月
、
町
制
を
施
行
し
て
三

角
町
と
な
っ
た
。 

（
二
） 

戸
馳
村 

旧
藩
時
代
は
郡
浦
手
永
惣
庄
屋
の
下
に
島
の
庄
屋
が
い
て
そ
の
手
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ

た
。
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
以
降
郡
浦
と
合
併
し
た
り
分
離
し
た
り
を
繰
り
返
し
た
が
、

二
二
年
独
立
で
田
井
浦
、
内
潟
堂
の
峯
の
区
域
が
戸
馳
村
に
固
定
し
た
。 

（
三
） 

郡
浦
村 

八
代
県
の
頃
、
里
浦
村
と
と
も
に
第
三
九
大
区
一
〇
小
区
と
な
っ
た
が
、
明
治
七
年
（
一

八
七
四
）
の
大
小
区
の
改
正
で
第
一
〇
大
区
八
小
区
に
編
入
さ
れ
た
。
一
二
年
に
は
中
村
、

前
越
、
里
浦
の
三
村
と
一
行
政
区
域
と
な
り
、
一
七
年
に
は
中
村
列
（
七
村
）
に
含
ま
れ
た
。

二
二
年
町
村
制
の
施
行
に
よ
り
郡
浦
は
独
立
一
村
と
な
り
、
中
村
、
前
越
村
が
合
併
し
て
中

村
と
な
り
、
さ
ら
に
、
三
二
年
四
月
、
郡
浦
、
中
の
二
か
村
が
合
併
し
て
郡
浦
村
と
な
っ
た
。

 

（
四
） 

大
岳
村 

明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
大
口
村
、
手
場
村
、
大
見
村
を
一
行
政
区
域
と
し
、
里
浦
村

は
郡
浦
、
前
越
、
中
村
と
と
も
に
一
行
政
区
域
と
さ
れ
た
が
、
一
七
年
に
は
大
口
、
手
場
、

里
浦
、
大
見
の
四
か
村
が
手
場
村
列
と
な
り
戸
長
役
場
が
置
か
れ
た
。
そ
の
後
、
二
二
年
四

月
町
村
制
の
施
行
に
よ
り
里
浦
村
、
手
場
村
、
大
口
村
の
三
か
村
が
合
併
し
て
大
嶽
村
と
な

っ
た
。
な
お
、
大
見
村
は
こ
の
と
き
、
松
合
村
、
永
尾
村
と
合
併
し
て
松
合
村
と
な
っ
た
。 

 

２ 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯 

県
の
合
併
試
案
は
、
三
角
町
、
郡
浦
村
、
戸
馳
村
の
三
か
町
村
を
一
地
区
と
し
、
大
岳
村
は

隣
接
の
松
合
町
お
よ
び
不
知
火
村
と
の
合
併
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
大
岳
村
は
松
合
、

不
知
火
両
町
村
と
の
合
併
を
き
ら
い
、
三
角
地
区
と
の
合
併
を
強
く
要
望
し
た
。
一
方
、
三
角

地
区
に
お
い
て
は
特
別
な
問
題
も
な
く
合
併
気
運
の
盛
り
あ
が
り
を
み
せ
、
大
岳
村
の
加
入
に

つ
い
て
も
別
に
異
論
は
な
か
っ
た
。
昭
和
二
九
年
（
一
九
五
四
）
六
月
、
四
か
町
村
合
併
促
進

協
議
会
を
結
成
し
、
以
来
半
年
に
わ
た
り
審
議
検
討
を
重
ね
た
結
果
、
翌
三
〇
年
二
月
一
日
を

期
し
、
新
三
角
町
が
発
足
し
た
。
旧
三
角
町
は
重
要
港
湾
三
角
港
の
所
在
地
で
あ
り
、
国
際
観

光
ル
ー
ト
の
主
要
地
点
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
新
町
名
も
「
三
角
町
」
と
な
っ
た
。

 

な
お
、
四
か
町
村
合
併
に
あ
た
り
、
新
町
発
展
の
一
方
策
と
し
て
次
の
要
望
事
頃
が
県
に
提

出
さ
れ
た
。 

（
一
） 

道
路
の
整
備 

１ 

三
角
、
郡
浦
、
大
岳
を
結
ぶ
南
岸
道
路
の
路
線
改
修
を
要
望
す
る
。 

２ 

三
角
、
太
田
尾
、
赤
瀬
を
結
ぶ
北
岸
道
路
の
舗
装
を
要
望
す
る
。 

３ 

戸
馳
、
三
角
間
の
架
橋
事
業
を
県
営
で
実
施
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。 

（
二
） 

産
業
の
振
興 

１ 

現
在
、
新
農
村
建
設
計
画
の
指
定
を
受
け
て
い
る
三
角
町
区
域
の
、
さ
ら
に
新
町

全
域
へ
の
拡
大
を
要
望
す
る
。 

２ 

果
樹
試
験
場
分
場
を
三
角
町
に
設
置
せ
ら
れ
た
い
。 

３ 

遠
洋
漁
業
に
対
す
る
助
成
金
を
要
望
す
る
。 

（
三
） 

全
日
制
高
校
の
設
置 

三
角
町
に
全
日
制
高
等
学
校
を
設
置
せ
ら
れ
た
い
。 

（
四
） 

家
畜
保
健
所
の
設
置 

家
畜
保
健
所
を
新
町
に
設
置
せ
ら
れ
た
い
。 

（
五
） 

県
営
船
舶
給
水
施
設
の
町
営
移
管 

三
角
町
東
港
に
あ
る
県
営
船
舶
給
水
施
設
を
町
営
に
移
管
さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。 

 
３ 

合
併
条
件
お
よ
び
協
定
事
項 

（
一
） 

合
併
の
形
式 

 

三
角
町
、
戸
馳
村
、
郡
浦
村
、
大
岳
村
を
合
併
し
、
町
と
す
る
。 

（
二
） 
実
施
の
時
期 

 

昭
和
三
〇
年
二
月
一
日 

（
三
） 
新
町
名 

 

町
名
は
「
三
角
町
」
と
す
る
。 

（
四
） 

役
場
の
位
置 

１ 

役
場
所
在
地
は
、
宇
土
郡
三
角
町
大
字
波
多
二
一
三
番
地
の
一
と
す
る
。 
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２ 

役
場
の
建
物
は
、
昭
和
三
〇
年
度
に
新
築
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
竣
工
ま
で
間
は

駅
裏
建
築
中
の
事
務
所
に
お
い
て
執
務
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
五
） 
役
場
出
張
所 

現
戸
馳
村
、
郡
浦
村
、
大
岳
村
、
三
角
町
西
港
に
各
出
張
所
を
置
き
、
当
分
の
間
左
記
の

事
務
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。 

１ 

戸
籍
に
関
す
る
事
務 

２ 

証
明
に
関
す
る
事
務 

３ 

配
給
に
関
す
る
事
務 

４ 

徴
税
に
関
す
る
事
務 

５ 

厚
生
に
関
す
る
事
務 

６ 

土
地
、
家
屋
に
関
す
る
事
務 

（
六
） 

議
員
の
任
期 

町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
し
、
そ
の
任
期
は
、
昭
和
三
〇

年
四
月
三
〇
日
ま
で
と
す
る
。 

（
七
） 

議
員
選
挙
区 

 

選
挙
区
は
設
け
な
い
。 

（
八
） 

農
業
委
員
会
の
委
員
の
任
期
お
よ
び
定
数 

町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
の
三
の
規
定
を
適
用
し
、
そ
の
定
数
を
一
六
人
と
し
、
昭
和
三

〇
年
一
〇
月
三
一
日
ま
で
在
任
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
九
） 

教
育
委
員
会
の
委
員
の
任
期
お
よ
び
定
数 

町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
の
二
の
規
定
を
適
用
し
、
そ
の
定
数
を
四
人
と
し
、
昭
和
三
〇

年
一
〇
月
三
一
日
ま
で
在
任
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
一
〇
） 

合
併
関
係
町
村
の
職
員
の
身
分
取
扱
い 

１ 

町
村
合
併
促
進
法
第
二
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
町
村
合
併
の
際
、
現
に
そ
の
職

務
に
あ
る
合
併
関
係
町
村
の
一
般
職
の
職
員
は
、
引
き
続
き
新
町
の
職
員
と
し
て
身

分
を
保
有
せ
し
め
、
職
員
の
勤
続
年
数
は
、
こ
れ
を
継
承
す
る
も
の
と
す
る
。 

特
別
職
の
職
員
は
、
町
村
合
併
功
労
者
と
し
て
別
に
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
般
職
の
職
員
の
退
職
手
当
は
、
国
家
公
務
員
に
準
じ
て
、
普
通
退
職
手
当
の
額

に
左
記
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

①
昭
和
三
〇
年
二
月
末
日
ま
で
に
退
職
の
申
出
を
し
た
者
一
〇
〇
分
の
二
〇
〇 

②
昭
和
三
〇
年
四
月
末
日
ま
で
に
退
職
の
申
出
を
し
た
者
一
〇
〇
分
の
一
六
○ 

③
昭
和
三
〇
年
七
月
末
日
ま
で
に
退
職
の
申
出
を
し
た
者
一
〇
〇
分
の
一
三
〇 

（
一
一
） 

助
役
の
定
数 

 

一
人
と
す
る
。 

（
一
二
） 

部
落
連
絡
員
の
設
置 

合
併
関
係
町
村
の
嘱
託
員
は
、
こ
れ
を
当
分
現
在
の
ま
ま
存
置
し
、
将
来
必
要
に
応
じ
統

合
整
備
す
る
。 

（
一
三
） 

資
産
お
よ
び
負
債 

１ 

各
町
村
有
資
産
は
、
無
条
件
で
新
町
に
提
供
す
る
。 

２ 

各
町
村
有
負
債
は
、
無
条
件
で
新
町
に
引
き
継
ぐ
。 

（
一
四
） 

消
防
団
の
統
合 

１ 

現
在
の
四
か
村
の
消
防
機
材
、
器
具
は
新
町
に
引
き
継
ぐ
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
管

理
維
持
等
に
つ
い
て
は
当
分
の
間
従
来
の
慣
行
と
す
る
。 

２ 

三
角
町
新
庁
舎
に
消
防
団
の
本
部
を
置
く
。 

３ 

団
長
の
下
に
副
団
長
四
人
を
置
き
、分
団
数
及
び
団
員
数
は
現
在
の
ま
ま
と
す
る
。

 

（
一
五
） 

事
業 

各
町
村
に
お
け
る
土
木
、
耕
地
そ
の
他
各
種
継
続
事
業
お
よ
び
既
定
計
画
事
業
は
継
続
し

て
行
な
う
も
の
と
す
る
。 

（
一
六
） 

左
記
団
体
の
早
期
統
合
を
あ
っ
せ
ん
す
る
。 

１ 

農
業
協
同
組
合 

２ 

農
業
共
済
組
合 

３ 

漁
業
協
同
組
合 

４ 

青
年
団 

５ 

婦
人
会 

６ 

体
育
会 

７ 

商
工
会 

８ 

そ
の
他 

（
一
七
） 

町
民
税
の
賦
課
率 

昭
和
二
九
年
度
は
現
在
の
ま
ま
と
し
、
昭
和
三
〇
年
度
以
降
は
均
一
賦
課
率
と
す
る
。 

（
一
八
） 
大
字
お
よ
び
字
の
名
称 

三
角
町
、
郡
浦
村
、
大
岳
村
の
大
字
お
よ
び
字
は
、
現
在
の
ま
ま
と
し
、
戸
馳
村
は
、
大

字
戸
馳
を
新
設
す
る
。 
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（
一
九
） 

 

無
灯
火
部
落
の
解
消 

 
 
 

解
消
に
努
力
す
る
。

４ 
 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長

１ 
 

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

５ 
 

合
併
時
の
関
係
町
村
の
現
況
表

【
旧
宇
土
郡
不
知
火
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】

町
村
名

三
角
町

戸
馳
村

郡
浦
村

大
岳
村

　
　　

長

石
見

隆
之

佐
藤
鶴
亀
人

前
田

秀
光

高
浜

末
熊

助

役

尾
山

宗
男

―

坂
本
亥
之
吉

中
山

厚

 

収

入

役

浦
本

源
蔵

大
賀

勤

坂
本

徳
蔵

木
下

平
吉

 
 

議

長

佐
々
木
龍
三

佐
藤

重
蔵

木
村

義
久

橋
本
末
次
郎

 

副

議

長

馬
場

吉
津

尾
山

直
幸

新
野

日
吉

西
山

勇
吉

 
区

分

人

口

戸

数

面

積

業

態

生

業

戸人

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

人人人

人人人

平
方
粁

商

工

業

そ

の

他

そ

の

他

計

計

農

業

官

公

署

中

学

校

高

等

学

校

国

税

納

税

額

県

税

納

税

額

市

町

村

税

納

税

額

前

年

度

予

算

総

額

生

産

額

鉱

工

産

農

産

そ

の

他

計

一
八
、
四
九
七

三
、
五
九
一

四
九
・
八
七

二
、
一
六
九

四
、
八
三
一

七
、
〇
〇
〇

八
、
五
八
一

一
、
七
五
一

一
四
・
二
五

一
、
五
四
一

三
、
三
二
五

四
、
八
六
六

二
、
九
六
六

五
六
一

七
・
七
〇

九
三

九
一
七

一
、
〇
一
〇

四
、
五
六
二

八
二
七

一
七
・
九
二

四
二
〇

五
三
一

九
五
一

二
、
三
八
八

四
二
八

一
〇
・
〇
〇

一
一
五

五
八

一
七
三　

八
、
六
四
四

三
、
一
八
四

一
一
、
八
三
〇

二
五四一

一
七
、
〇
三
四

六
、
〇
七
七

二
三
、
一
六
四

八
〇
、
三
四
六

一
二

一
三
、
三
三
六

三
五
一
、
七
五
六

三
二
三
、
〇
二
〇

五
八
八
、
一
一
二

二
、
〇
一
七

一
、
六
九
八

三
、
七
一
五

一
六一一

一
四
、
〇
七
一

五
、
二
六
四

一
五
、
〇
〇
〇

三
五
、
三
七
五

一
二

一
、
一
〇
〇

一
一
七
、
〇
二
〇

一
九
三
、
〇
二
〇

三
一
一
、
一
四
〇

一
、
八
七
六

八
〇

一
、
九
五
六四一

―

六
四
一

三
三
八

二
、
七
七
七

八
、
三
八
四

―

三
〇
〇

四
六
、
三
〇
〇

五
、
〇
〇
〇

五
一
、
六
〇
〇

三
、
一
一
四

四
七
〇

三
、
五
八
四四一

―

一
、
八
四
二

三
五
五

五
、
三
八
三

二
一
、
二
〇
三

―

六
六
〇

一
二
二
、
七
九
九

二
五
、
〇
〇
〇

一
四
八
、
四
五
九

一
、
六
三
七

六
三
八

二
、
二
七
五三一

―

四
八
〇

一
二
〇

三
、
五
八
六

一
五
、
三
八
四

―

一
一
、
二
七
六

六
五
、
六
三
七

―

七
六
、
九
一
三　

そ
の
他

の
業
態

中
学
校
以

上
の
学
校

会
社
、工
場
、

事
業
場

資
本
金
五
百

万
円
以
上

（

）

三
角
町

三
角
町

戸
馳
村

郡
浦
村

大
岳
村

合

併

町

村

の
割
合

不

知

火

村

松

合

町

大
字
伊
無
田
を
宇
土
町
へ
分
離

（
昭
二
九
・
一
〇
・
一
境
界
変
更
）

（
昭
三
一
・
九
・
三
〇
新
設
）

不

知

火

町

不

知

火

町
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（
市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

（
一
） 

 

不
知
火
村

 
 

旧
藩
時
代
、
伊
無
田
、
柏
原
、
小
曽
部
、
御
領
、
高
良
の
各
村
は
、
松
山
手
永
の
下
に
、

浦
上
、
長
崎
、
亀
松
の
各
村
は
、
郡
浦
手
永
の
下
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
庄
屋
に
よ
っ
て
治

め
ら
れ
て
い
た
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
七
月
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
熊
本
県
（
五
年
、
白

川
県
と
改
称
）
に
属
し
た
が
、
同
年
一
一
月
に
八
代
県
に
属
し
、
里
正
を
置
い
て
、
こ
れ
を

治
め
た
。
さ
ら
に
六
年
、
白
川
県
（
九
年
、
熊
本
県
と
改
称
）
に
合
併
さ
れ
た
。
七
年
の
大

小
区
の
改
正
後
は
、
第
一
〇
大
区
の
う
ち
、
旧
松
山
手
永
に
属
し
た
村
は
第
一
一
小
区
に
、

旧
郡
浦
手
永
に
属
し
た
村
は
第
一
〇
小
区
と
な
り
、
一
二
年
の
郡
区
町
村
編
制
法
施
行
の
と

き
、
伊
無
田
村
は
松
山
、
境
目
、
東
松
崎
の
各
村
と
、
柏
原
、
小
曽
部
、
御
領
、
高
良
の
各

村
は
松
橋
町
と
、
ま
た
、
浦
上
、
長
崎
、
亀
松
は
三
か
村
で
、
そ
れ
ぞ
れ
一
行
政
区
域
を
な

し
、
本
村
の
地
域
は
、
三
つ
の
行
政
区
域
に
分
か
れ
、
民
選
の
戸
長
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
た
。

一
七
年
、
伊
無
田
村
を
除
く
七
か
村
が
御
領
村
列
と
し
て
一
行
政
区
域
と
な
り
、
官
選
の
戸

長
が
置
か
れ
た
が
、
二
二
年
の
町
村
制
の
施
行
の
際
長
崎
、
亀
松
の
二
か
村
が
合
併
し
て
長

崎
村
が
、
御
領
、
柏
原
、
小
曽
部
、
浦
上
、
伊
無
田
の
五
か
村
が
合
併
し
て
不
知
火
村
が
、

そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
、
高
良
村
は
そ
の
ま
ま
独
立
し
た
。

 
 

そ
の
後
、
三
二
年
三
月
三
〇
日
、
不
知
火
、
長
崎
、
高
良
の
三
か
村
が
合
併
し
て
、
不
知

火
村
と
な
っ
た
。

（
二
） 

 

松
合
町

 
 

幕
末
よ
り
明
治
初
年
に
か
け
て
永
尾
、
松
合
、
大
見
と
も
に
、
松
山
手
永
の
下
に
あ
り
、

庄
屋
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
て
い
た
が
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
七
月
、
庄
屋
を
改
め
て
里

正
を
置
い
た
。
五
年
四
月
、
里
正
を
廃
し
て
戸
長
が
政
治
を
行
な
う
こ
と
と
な
っ
た
が
、
一

二
年
、
松
合
、
永
尾
が
一
戸
長
役
場
の
行
政
区
域
に
、
人
見
、
大
口
、
手
場
と
と
も
に
一
行

政
区
域
と
な
っ
た
。
二
二
年
四
月
、
町
村
制
の
施
行
の
際
、
永
尾
、
松
合
、
大
見
の
三
か
村

が
合
併
し
て
松
合
村
と
な
り
、
そ
の
後
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
五
月
、
町
制
を
施
行
し

て
松
合
町
と
な
っ
た
。

 
 

昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
一
〇
月
五
日
、
不
知
火
村
、
松
合
町
、
大
岳
村
の
三
か
町
村
の

長
、
助
役
、
正
副
議
長
お
よ
び
各
種
団
体
の
長
な
ど
が
松
合
公
民
館
に
集
ま
り
、
県
か
ら
、
県

の
合
併
試
案
で
あ
る
三
か
町
村
合
併
に
つ
い
て
の
説
明
を
聞
き
、
三
か
町
村
の
合
併
を
協
議
し

た
が
、
そ
の
後
、
大
岳
村
は
こ
の
地
区
と
の
合
併
を
好
ま
ず
、
三
角
町
ブ
ロ
ッ
ク
と
の
合
併
を

推
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

 
 

そ
こ
で
、
不
知
火
村
お
よ
び
松
合
町
は
、
二
か
町
村
を
推
進
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
地
理

的
条
件
と
財
政
規
模
の
不
均
衡
等
に
よ
り
協
議
は
暗
礁
に
乗
り
あ
げ
た
。

 
 

翌
二
九
年
一
月
、
不
知
火
村
は
、
松
合
町
か
ら
の
申
し
出
に
よ
り
両
町
村
の
三
役
、
正
副
議

長
お
よ
び
地
方
事
務
所
長
な
ど
を
ま
じ
え
て
県
の
合
併
試
案
に
つ
い
て
懇
談
を
行
な
い
、
さ
ら

に
、
同
年
二
月
、
村
議
会
議
員
、
部
落
代
表
、
各
種
団
体
の
長
を
集
め
て
第
一
回
の
村
民
懇
談

会
を
開
き
、
町
村
合
併
促
進
法
な
ら
び
に
宇
城
地
方
の
合
併
気
運
お
よ
び
合
併
の
状
況
等
を
説

明
し
た
。
こ
の
と
き
の
村
民
の
大
勢
は
、
松
橋
町
ブ
ロ
ッ
ク
と
の
合
併
の
意
見
が
多
か
っ
た
。

 
 

同
年
三
月
一
一
日
、
不
知
火
村
は
、
前
回
と
同
じ
メ
ン
バ
ー
を
集
め
県
か
ら
も
出
席
し
て
第

二
回
の
村
民
懇
談
会
を
開
い
て
懇
談
を
行
な
っ
た
結
果
、
村
長
、
村
議
会
議
員
三
人
、
学
識
経

験
者
五
人
の
合
計
九
人
を
も
っ
て
構
成
す
る
任
意
の
町
村
合
併
促
進
委
員
会
を
設
置
し
、
こ
れ

に
よ
っ
て
合
併
の
促
進
を
は
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。
合
併
促
進
委
員
会
は
、
三
月
一
七
日
、
第

一
回
の
会
議
を
開
催
し
、
合
併
交
渉
の
た
め
松
橋
ブ
ロ
ッ
ク
の
松
橋
町
、
当
尾
村
、
豊
福
村
、

豊
川
村
の
四
か
町
村
に
、
村
議
会
議
員
、
各
委
員
会
お
よ
び
協
議
会
等
の
委
員
を
派
遣
す
る
と

２ 
 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯

市

制

・

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

終

戦

ま
で

終

戦

時

御

領

村

柏

原

村

小

曽

部

村

浦

上

村

伊

無

田

村

長

崎

村

亀

松

村

高

良

村

永

尾

村

松

合

村

大

見

村

不

知

火

村

不

知

火

村

不

知

火

村

長

崎

村

松

合

村

松

合

村

松

合

町

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）

（
明
三
二
・
三
・
三
〇

新
設
）

（
大
五
・
五
・
一

町
制
施
行
）

（
明
二
二
・
四
・
一

新
設
）
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と
も
に
、
松
合
町
に
対
し
て
も
同
メ
ン
バ
ー
を
派
遣
す
る
こ
と
を
決
め
た
。 

続
い
て
三
月
二
七
日
、
第
二
回
の
促
進
委
員
会
を
開
い
て
、
先
の
松
橋
ブ
ロ
ッ
ク
関
係
町
村

訪
問
の
状
況
を
検
討
し
た
結
果
、
再
度
、
松
橋
ブ
ロ
ッ
ク
関
係
町
村
を
訪
問
す
る
こ
と
を
決
め
、

四
月
五
日
に
開
か
れ
た
松
橋
地
区
町
村
合
併
促
進
協
議
会
に
不
知
火
村
合
併
促
進
委
員
が
出
席

し
て
、
松
橋
ブ
ロ
ッ
ク
不
知
火
村
合
併
に
対
す
る
意
向
を
質
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
松
橋
地
区

町
村
合
併
促
進
協
議
会
は
、
既
定
の
方
針
で
合
併
を
進
め
る
考
え
を
示
し
、
不
知
火
村
の
加
入

に
つ
い
て
は
難
色
を
示
し
た
の
で
、
不
知
火
村
の
松
橋
ブ
ロ
ッ
ク
合
併
は
前
途
多
難
の
様
相
を

呈
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
翌
日
、
さ
ら
に
第
三
回
の
促
進
委
員
会
を
開
き
、
松
橋
ブ
ロ
ッ
ク
関

係
町
村
住
民
の
意
向
調
査
に
乗
り
だ
す
こ
と
を
決
め
た
。 

四
月
一
六
日
、
不
知
火
村
公
識
者
全
員
と
各
部
落
よ
り
代
表
一
〇
人
以
内
の
参
集
を
求
め
て

第
四
回
の
促
進
委
員
会
を
開
き
、
委
員
長
が
こ
れ
ま
で
の
経
過
を
報
告
し
た
あ
と
、
懇
談
を
行

な
っ
た
が
意
見
が
ま
と
ま
ら
ず
、
促
進
委
員
会
は
、
引
き
続
き
松
橋
ブ
ロ
ッ
ク
合
併
へ
の
努
力

を
継
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

五
月
五
日
、
第
五
回
の
促
進
委
員
会
を
開
き
、
松
橋
ブ
ロ
ッ
ク
合
併
再
検
討
の
た
め
村
議
会

議
員
全
員
を
促
進
員
に
委
嘱
し
、
同
月
一
五
日
、
促
進
委
員
と
促
進
員
と
の
合
同
協
議
会
を
開

く
こ
と
に
し
た
が
、
こ
の
日
、
松
合
町
か
ら
代
表
三
人
が
不
知
火
村
を
訪
れ
、
松
合
町
が
不
知

火
村
と
合
併
す
る
意
思
の
あ
る
こ
と
を
正
式
に
伝
え
た
。 

松
合
町
で
は
、
県
の
合
併
試
案
で
あ
る
不
知
火
村
、
松
合
町
、
大
岳
村
三
か
村
合
併
の
構
想

が
大
岳
村
の
離
脱
に
よ
り
壊
れ
た
あ
と
は
、
不
知
火
村
と
の
合
併
を
唯
一
の
目
途
と
し
て
、
そ

の
時
期
が
く
る
の
を
ひ
そ
か
に
待
っ
て
い
た
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。 

前
回
の
促
進
委
員
会
の
決
定
ど
お
り
、
五
月
一
五
日
、
不
知
火
村
は
促
進
委
員
と
促
進
員
と

の
合
同
協
議
会
を
開
き
、
松
橋
町
議
会
議
員
二
人
と
松
合
町
か
ら
二
人
の
関
係
者
が
出
席
し
、

そ
れ
ぞ
れ
意
見
を
交
換
し
た
。
こ
の
こ
ろ
、
松
合
町
で
は
不
知
火
村
の
松
橋
ブ
ロ
ッ
ク
合
併
へ

の
熱
意
が
強
固
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
察
知
し
、
不
知
火
村
と
と
も
に
松
橋
ブ
ロ
ッ
ク
ヘ
の
合

併
促
進
に
動
き
は
じ
め
た
。
す
な
わ
ち
、
代
表
者
が
、
松
橋
ブ
ロ
ッ
ク
四
か
町
村
の
有
力
者
を

波
状
的
に
訪
問
し
、
松
合
町
の
松
橋
ブ
ロ
ッ
ク
合
併
へ
の
あ
っ
せ
ん
を
依
頼
し
た
。 

五
月
一
九
日
、
不
知
火
村
で
は
促
進
委
員
と
促
進
員
と
の
第
二
回
の
合
同
協
議
会
を
開
い
た

が
、
前
回
の
協
議
会
に
お
い
て
、
不
知
火
村
の
松
橋
ブ
ロ
ッ
ク
合
併
へ
の
あ
っ
せ
ん
を
約
束
し

た
松
橋
町
議
会
議
員
か
ら
は
何
ら
の
回
答
も
な
く
、
松
橋
ブ
ロ
ッ
ク
合
併
へ
の
進
展
の
き
ざ
し

は
み
え
な
か
っ
た
。 

五
月
二
四
日
に
至
り
、
松
橋
町
議
会
議
長
ほ
か
議
員
六
人
が
不
知
火
村
を
訪
れ
松
橋
町
ほ
か

三
か
町
村
は
不
知
火
村
と
の
合
併
を
正
式
に
拒
絶
す
る
こ
と
の
態
度
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ

と
時
を
同
じ
く
し
て
、
松
合
町
へ
も
松
橋
町
議
会
議
員
が
訪
れ
、
松
合
町
の
松
橋
プ
ロ
ッ
ク
合

併
を
正
式
に
拒
絶
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
事
態
は
急
激
に
変
化
し
た
も
の
の
、
不
知
火
村
は
な

お
、
松
橋
ブ
ロ
ッ
ク
と
の
合
併
意
欲
を
捨
て
ず
、
さ
ら
に
松
橋
町
と
の
合
併
に
つ
い
て
県
に
善

処
方
を
要
望
し
た
。 

六
月
二
四
日
、
第
六
回
の
促
進
委
員
会
を
開
き
、
委
員
長
か
ら
こ
れ
ま
で
の
経
過
報
告
を
受

け
た
あ
と
、
今
後
の
対
策
の
た
め
、
さ
ら
に
七
月
一
七
日
に
村
民
懇
談
会
を
開
く
こ
と
を
決
め

た
。 こ

れ
に
基
づ
き
同
一
七
日
、
第
七
回
の
促
進
委
員
会
を
開
き
、
引
き
続
き
村
内
の
代
表
者
約

三
〇
〇
人
を
集
め
て
、
合
併
村
民
懇
談
会
を
開
い
た
結
果
、
村
民
の
世
論
を
調
査
す
る
た
め
、

（
一
）
村
単
独
で
い
く
か
、
（
二
）
松
合
町
と
合
併
す
る
か
、
（
三
）
宇
土
町
と
合
併
す
る
か
、

（
四
）
そ
の
他
、
の
四
項
を
印
刷
し
た
カ
ー
ド
を
有
権
者
全
員
に
配
布
し
、
記
名
式
住
民
投
票

を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。 

な
お
、
不
知
火
村
大
字
伊
無
田
地
区
は
、
宇
土
町
編
入
の
要
望
が
強
か
っ
た
の
で
、
二
九
年

九
月
一
一
日
、
同
地
区
の
境
界
変
更
の
議
決
が
な
さ
れ
、
一
〇
月
一
日
を
も
っ
て
宇
土
町
へ
編

入
さ
れ
た
。 

一
〇
月
三
日
、
不
知
火
村
は
、
第
八
回
の
促
進
委
員
会
を
開
き
、
続
い
て
、
第
五
回
村
民
懇

談
会
に
移
り
、
住
民
投
票
に
よ
る
世
論
調
査
の
結
果
を
発
表
し
た
。
そ
の
結
果
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。 

 

投
票
総
数 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
二
三
三
票 

村
単
独
で
い
く 

 
 
 
 

 

九
八
一
票 

松
合
町
と
合
併
す
る 

 
 

一
〇
二
三
票 

宇
土
町
と
合
併
す
る 

 
 

 

六
六
五
票 

そ
の
他 

松
橋
町
と
合
併
す
る 

 
 

五
三
四
票 

そ
の
他 

 
 

 
 

 
 
 

 

一
九
票 

無
効 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

一
一
票 

こ
の
結
果
、
促
進
委
員
会
は
、「
村
の
最
高
議
決
機
関
で
あ
る
村
議
会
の
良
識
に
一
任
す
る
。」
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と
い
う
こ
と
を
全
会
一
致
で
決
定
し
、
促
進
委
員
会
を
解
散
し
た
。
こ
う
し
て
不
知
火
村
の
松

橋
ブ
ロ
ッ
ク
合
併
へ
の
望
み
は
断
た
れ
、
事
態
は
全
く
白
紙
に
か
え
っ
た
。 

そ
の
後
、
一
〇
月
一
一
日
、
松
合
町
よ
り
三
役
お
よ
び
正
副
議
長
が
不
知
火
村
を
訪
れ
、
不

知
火
村
と
合
併
し
た
い
旨
の
意
思
表
示
を
行
な
っ
た
の
で
、
不
知
火
村
長
は
、
同
月
一
三
日
の

村
議
会
の
席
上
、「
松
合
町
と
一
応
合
併
し
て
、
し
か
る
の
ち
に
次
の
事
態
を
考
慮
し
て
は
ど
う

か
。」
と
発
言
し
、
事
態
は
、
不
知
火
、
松
合
の
二
か
町
村
合
併
の
方
向
に
動
き
は
じ
め
た
。 

翌
三
〇
年
一
月
一
七
日
、
促
進
法
に
基
づ
く
二
か
町
村
合
併
促
進
協
議
会
が
設
け
ら
れ
、
事

務
局
を
不
知
火
村
役
場
に
置
き
、
両
町
村
合
併
の
事
務
を
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

松
橋
町
に
接
し
て
い
る
不
知
火
村
大
字
御
領
の
一
部
住
民
が
、「
松
合
町
合
併
反
対
」、「
分
村
を

認
め
ろ
」、
「
促
進
法
に
よ
る
分
村
へ
」
、「
松
合
町
と
の
合
併
反
対
、
松
橋
町
と
の
合
併
促
進
」

等
と
書
い
た
無
数
の
の
ぼ
り
を
押
し
立
て
て
、
合
併
事
務
局
の
あ
る
不
知
火
村
役
場
に
押
し
か

け
る
等
の
反
対
運
動
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
村
当
局
は
こ
の
よ
う
に
根
強
い
松
合
町
と
の

合
併
反
対
を
無
視
し
て
、
な
お
か
つ
合
併
事
務
を
進
め
る
こ
と
は
、
ま
す
ま
す
住
民
の
感
情
を

剌
激
し
、
将
来
に
し
こ
り
を
残
す
結
果
と
も
な
る
と
考
え
、
一
応
事
態
を
静
観
す
る
こ
と
と
し
、

合
併
事
務
局
を
一
時
閉
鎖
す
る
こ
と
に
し
た
。 

こ
の
松
合
町
と
の
合
併
反
対
の
根
拠
は
、
財
政
規
模
が
小
さ
く
、
自
主
財
源
に
乏
し
い
松
合

町
と
合
併
す
る
こ
と
は
、
不
知
火
村
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
を
背
負
う
こ
と
に
な
り
、
新
町
の

発
展
は
期
待
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
、
不
知
火
村
と
松
合
町
が
合
併
し

た
場
合
、
両
町
村
の
う
ち
最
も
大
き
な
部
落
で
あ
る
大
字
松
合
と
大
字
高
良
お
よ
び
御
領
が
町

の
東
部
と
西
部
に
分
か
れ
、
そ
の
間
の
距
離
が
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
近
く
も
隔
て
る
の
で
地
理
的

に
も
不
自
然
な
状
態
に
な
り
、
両
町
村
の
融
合
を
阻
害
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
た
。 

そ
の
後
、町
村
合
併
促
進
法
の
適
用
期
限
で
あ
る
昭
和
三
一
年
九
月
三
〇
日
を
目
前
に
し
て
、

県
の
あ
っ
せ
ん
に
よ
り
、
不
知
火
、
松
合
両
町
村
合
併
の
話
合
い
が
急
き
ょ
行
な
わ
れ
た
が
、

九
月
二
三
日
に
至
り
、
文
字
ど
お
り
土
壇
場
の
両
町
村
合
併
促
進
協
議
会
が
開
か
れ
た
。
協
議

会
は
、
そ
の
日
の
深
夜
ま
で
続
け
ら
れ
た
結
果
、
合
併
の
重
要
条
件
で
あ
る
新
町
の
名
称
、
役

場
の
位
置
な
ど
合
併
の
諸
条
件
を
決
定
し
、
松
合
町
議
会
は
そ
の
夜
、
不
知
火
村
議
会
は
明
け

て
二
四
日
、
そ
れ
ぞ
れ
招
集
さ
れ
、
と
も
に
合
併
の
議
決
を
行
な
っ
て
、
同
年
九
月
三
〇
日
、

新
不
知
火
町
が
誕
生
し
た
。 

因
み
に
、「
不
知
火
」
の
名
は
、
景
行
天
皇
の
伝
説
に
ち
な
ん
で
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
景
行
天
皇
は
、
熊
襲
征
伐
の
た
め
九
州
へ
遠
征
さ
れ
た
が
、
熊
襲
打
伐
後
、
鹿
児

島
の
大
隅
を
経
て
人
吉
盆
地
を
通
り
、
日
奈
久
の
海
岸
か
ら
船
に
乗
っ
て
火
の
国
へ
と
進
ま
れ

た
。
途
中
で
陽
が
沈
み
、
あ
た
り
は
ま
す
ま
す
暗
さ
を
増
し
、
進
む
こ
と
も
引
く
こ
と
も
で
き

ず
、
ど
こ
に
船
を
着
け
よ
う
か
と
迷
わ
れ
た
。
丁
度
こ
の
と
き
、
海
上
は
る
か
に
怪
し
い
火
が

見
え
た
の
で
、
天
皇
は
そ
の
火
を
め
ざ
し
て
進
ま
れ
る
と
、
よ
う
や
く
に
し
て
岸
に
着
く
こ
と

が
で
き
た
。
そ
こ
で
天
皇
は
、
村
人
に
「
こ
の
村
は
何
と
い
う
村
か
。
」
と
尋
ね
ら
れ
る
と
、「
八

代
の
あ
が
た
豊
村
」（
今
の
松
橋
町
豊
福
）
と
答
え
、
さ
ら
に
、「
あ
の
火
は
何
の
火
か
。」
と
尋

ね
ら
れ
た
が
、
誰
も
答
え
る
も
の
が
な
か
っ
た
の
で
、
天
皇
は
、「
こ
れ
は
人
間
の
火
で
は
あ
る

ま
い
。
主
の
な
い
火
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
霊
火
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
国
を
火
の
国
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
。」
と
い
わ
れ
、
以
来
、
こ
の
主
知
ら
ず
の
火
を
「
不
知
火
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
、「
不
知
火
」
の
名
は
、
関
係
住
民
に
古
く
か
ら
親
し
ま
れ
、
ま
た
、
全
国
的
に

も
有
名
で
あ
っ
た
の
で
、
新
町
名
も
「
不
知
火
町
」
と
決
定
さ
れ
た
。 

 

３ 

合
併
条
件
お
よ
び
協
定
事
項 

（
一
） 

合
併
の
形
式 

 

不
知
火
村
、
松
合
町
を
合
体
し
、
町
と
す
る
。 

（
二
） 

実
施
の
時
期 

 

昭
和
三
一
年
九
月
三
〇
日 

（
三
） 

新
町
名 

 

「
不
知
火
町
」 

（
四
） 

役
場
の
位
置 

 

当
分
の
間
、
不
知
火
村
大
字
高
良
二
七
一
〇
番
地
と
す
る
。 

（
五
） 

役
場
出
張
所 

 

松
合
町
役
場
を
出
張
所
と
す
る
。 

（
六
） 

議
員
の
任
期 

 

合
併
の
日
よ
り
一
年
間
、
引
き
続
き
在
任
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
七
） 

議
員
の
選
挙
区
お
よ
び
定
数 

新
町
発
足
後
、
合
併
関
係
町
村
の
区
域
を
単
位
に
選
挙
区
を
設
け
、
議
員
の
定
数
を
左
記

の
と
お
り
と
す
る
。 

不
知
火
選
挙
区 

八
人 

 

松
合
選
挙
区 

 

七
人 

（
八
） 

農
業
委
員
会
委
員
の
任
期 

合
併
の
日
よ
り
昭
和
三
二
年
七
月
一
九
日
ま
で
在
任
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
九
） 
助
役
の
定
数 

 

一
人
と
す
る
。 

（
一
〇
） 

合
併
関
係
町
村
の
職
員
の
身
分
取
扱
い 

合
併
の
際
、
現
に
そ
の
職
に
あ
る
一
般
職
の
職
員
は
、
引
き
続
き
新
町
の
職
員
と
し
て
の

−1058−−1059−



身
分
を
保
有
し
、
勤
務
年
数
は
継
続
す
る
。

 
 

合
併
の
日
よ
り
一
年
以
内
に
退
職
し
た
者
に
対
し
て
は
、
国
家
公
務
員
の
例
に
よ
っ
て
退

職
手
当
を
支
給
す
る
。

（
一
一
） 

 
部
落
嘱
託
員
の
設
置

 
 

当
分
の
間
、
現
在
の
ま
ま
と
し
、
将
来
必
要
に
応
じ
て
統
合
整
備
す
る
。

（
一
二
） 

 

財
産
お
よ
び
負
債

 
 
 
 

１ 
 

合
併
関
係
町
村
の
財
産
は
、
無
条
件
で
新
町
に
提
供
す
る
。

 
 
 
 

２ 
 

合
併
関
係
町
村
の
負
債
は
、
無
条
件
で
新
町
に
引
き
継
ぐ
。

（
一
三
） 

 

消
防
団
の
統
合

 
 
 
 

１ 
 

合
併
関
係
町
村
の
消
防
機
械
器
具
は
、
新
町
に
引
き
継
ぎ
、
ガ
ソ
リ
ン
ポ
ン
プ
を

購
入
す
る
。

２ 
 

不
知
火
町
に
消
防
団
の
本
部
を
置
き
、
合
併
関
係
町
村
に
分
団
を
設
置
す
る
。

３ 
 

分
団
数
お
よ
び
団
員
数
は
、
当
分
の
間
、
現
在
の
ま
ま
と
す
る
。

（
一
四
） 

 

事
業

 
 

合
併
関
係
町
村
に
お
け
る
土
木
、
耕
地
そ
の
他
各
種
事
業
お
よ
び
既
定
計
画
事
業
は
、
継

続
し
て
行
な
う
。

（
一
五
） 

 

左
記
の
団
体
の
早
期
統
合
を
あ
っ
せ
ん
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 

農
業
協
同
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
、
農
業
共
済
組
合

 
 
 
 
 
 
 

青
年
団
、
婦
人
会
、
商
工
会
、
体
育
会

 
 

当
分
の
間
、
合
併
関
係
町
村
の
漁
業
協
同
組
合
は
、
組
合
員
の
資
格
に
関
し
、
そ
の
制
限

を
存
置
す
る
。

（
一
六
） 

 

町
村
税
の
賦
課
率 
 
 
 

三
か
年
以
内
に
均
衡
を
失
し
な
い
よ
う
調
整
す
る
。

（
一
七
） 

 

大
字
お
よ
び
字
の
名
称

 
 

合
併
関
係
町
村
の
大
字
お
よ
び
字
は
、
現
在
の
ま
ま
と
す
る
。

（
一
八
） 

 

無
灯
火
部
落
の
解
消
に
努
力
す
る
。

４ 
 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長

５ 
 

合
併
時
の
関
係
町
村
の
現
況
表
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町
村
名

不
知
火
村

松

合

町

 
 
 

長

片
岡

政
次

河
野

仁

 

助

役

堀
内
政
五
郎

松
村
善
兵
衛

 

収
入
役

辛
川

直
喜

松
浦

寛

 

議

長

宮
崎

嘉
明

中
川

政
次

副
議
長

横
山
光
右
衛
門

中
川

義
雄

区

分

都
市
的

業

態

そ
の
他

の
業
態

千
円

千
円 人人人人

人
人

戸人

平
方
粁

商

工

業

そ

の

他

そ

の

他

計計

農

業

官

公

署

中
学
校
以

上
の
学
校

中

学

校

高

等

学

校

国

税

納

税

額

県

税

納

税

額

人

口

戸

数

面

積

業

態

生

業

の
割
合

二
、
六
七
二

八
、
一
五
一

―

二
一
〇

六
、
六
三
一

一
、
八
九
七

四
、
七
三
四

五
、
三
七
五

二
九
・
三
二

七
三
七

四
、
六
三
八

二
、
四
八
九

四
四
一

二
、
〇
四
八

二
、
八
八
六

二
九
六

二
、
五
九
〇

二
、
三
二
三

一
、
二
八
八

一
、
〇
三
五

一
二
、
〇
〇
六

六
、
六
七
七

一
、
八
八
四

七
八
八

―

一六

四
、
三
八
九

九
七
三

三
、
四
一
四

一
五
・
〇
八

六
、
八
七
八

一
、
四
七
四

―

一四

二
、
二
四
二

九
二
四

一
、
三
一
八

一
四
・
二
四

五
、
一
二
八

不
知
火
町

不
知
火
村

松

合

町

合

併

町

村



（
一
） 

松
橋
町

 
 

旧
藩
時
代
は
河
江
手
永
に
属
し
て
い
た
が
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
改
正
大
小
区
制

の
下
で
は
、
第
一
〇
大
区
第
一
小
区
に
属
し
、
一
二
年
に
は
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
に
よ

り
、
大
野
村
と
と
も
に
、
現
在
の
不
知
火
町
の
柏
原
、
御
領
、
高
良
地
区
と
同
じ
行
政
区
域

に
属
し
て
い
た
が
、
一
七
年
の
改
正
に
よ
り
大
野
村
ほ
か
九
村
と
と
も
に
一
行
政
区
域
と
な

っ
た
。
そ
の
後
二
二
年
の
町
村
制
施
行
に
伴
い
独
立
村
と
な
っ
た
。

「
ま
つ
ば
せ
」
と
い
う
町
名
の
源
は
明
ら
か
で
な
く
、
確
か
な
根
拠
も
な
い
が
古
老
か
ら
の

言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
 

松
橋
方
面
の
台
地
と
、
宇
土
半
島
の
台
地
や
山
岳
地
帯
と
の
間
、
す
な
わ
ち
不
知
火
町
一

（
市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

【
旧
下
益
城
郡
松
橋
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】

１ 
 

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

一
五
、
六
八
七

三
四
、
三
六
〇

―

一
八
、
八
七
五

一
九
八
、
一
三
二

一
一
八
、
五
四
〇

三
三
五
、
五
四
七

一
〇
、
九
七
三

一
八
、
一
九
八

―

一
、
〇
〇
〇

一
五
三
、
〇
〇
〇

八
七
、
〇
〇
〇

二
四
一
、
〇
〇
〇

四
、
七
一
四

一
六
、
一
六
二

―

一
七
、
八
七
五

四
五
、
一
三
二

三
一
、
五
四
〇

九
四
、
五
四
七

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

市

町

村

税

納

税

額

前

年

度

予

算

総

額

会
社
、工
場
、事
業
場(

資
本
金
五
百
万
円
以
上)

生

産

額

鉱

工

産

農

産

そ

の

他

計

松

橋

町

豊

川

村

豊

福

村

当

尾

村

松

橋

町

松

橋

町

宇
土
町
大
字
松
山
の
一
部

（
昭
二
九
・
一
二
・
一
新
設
）

（
昭
三
〇
・
一
一
・
一
境
界
変
更
）

松

橋

町

豊

崎

村

南

豊

崎

村

東

松

崎

村

御

船

村

砂

川

村

浅

川

村

豊

福

村

内

田

村

両

仲

間

村

竹

崎

村

西

下

郷

村

古

保

山

村

曲

野

村

萩

尾

村

浦

川

内

村

久

貝

村

大

野

村

市

制

・

町

村

制

後

終

戦

ま

で

終

戦

時

市

制

・

町

村

制

前

豊

川

村

豊

川

村

松

橋

町

豊

福

村

豊

福

村

当

尾

村

当

尾

村

（
明
二
二
・
四
・
一
新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一
新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一
新
設
）
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五
社
、
柏
原
、
小
曽
部
お
よ
び
そ
の
北
方
有
明
海
に
開
け
る
一
条
の
水
田
地
帯
は
、
昔
細
長

い
瀬
戸
で
あ
り
、
不
知
火
海
と
有
明
海
は
こ
の
瀬
戸
で
連
な
り
、
宇
土
半
島
は
宇
土
島
で
あ

っ
た
。
こ
の
瀬
戸
が
「
松
葉
の
瀬
戸
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
ら
し
く
、「
ま
つ
ば
の
せ
と
」
が
「
ま

つ
ば
せ
」
と
な
り
「
松
橋
」
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

（
二
） 

豊
川
村 

徳
川
時
代
に
干
拓
さ
れ
た
新
地
で
、
直
接
に
は
河
江
手
永
の
管
轄
に
属
し
、
豊
崎
、
御
船
、

南
豊
崎
、
浅
川
、
砂
川
お
よ
び
東
松
崎
の
区
域
が
そ
れ
ぞ
れ
村
を
な
し
て
い
た
。
明
治
三
年

（
一
八
七
〇
）
藩
政
改
革
に
際
し
、
各
村
に
与
長
を
置
き
、
そ
の
上
に
里
正
が
あ
っ
て
統
治

し
た
。 

明
治
一
二
年
の
郡
区
町
村
編
制
法
施
行
の
際
の
行
政
区
画
は
、
豊
崎
、
御
船
、
南
豊
崎
、

東
松
崎
、
西
下
郷
お
よ
び
久
具
の
六
か
村
の
区
域
と
浅
川
、
砂
川
、
新
田
出
お
よ
び
住
吉
の

四
か
村
の
区
域
と
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
一
七
年
の
区
域
の
変
更
に
よ
り
、
本
村
地

域
は
松
橋
町
列
に
加
え
ら
れ
た
。
二
二
年
町
村
制
施
行
に
よ
り
豊
崎
村
ほ
か
五
か
村
が
合
併

し
て
豊
川
村
と
な
っ
た
。 

（
三
） 

豊
福
村 

旧
藩
時
代
は
河
江
手
永
に
属
し
、
豊
福
、
竹
崎
、
両
仲
間
、
内
田
お
よ
び
西
下
郷
の
各
地

区
が
そ
れ
ぞ
れ
村
を
な
し
て
い
た
。 

明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
郡
区
町
村
編
制
法
施
行
の
際
は
、
内
田
、
豊
福
、
竹
崎
お
よ

び
両
仲
間
の
各
村
は
浦
河
内
村
と
行
政
区
域
を
同
じ
く
し
、
一
方
、
西
下
郷
村
は
久
具
、
豊

崎
、
御
船
、
南
豊
崎
お
よ
び
東
松
崎
の
各
村
と
同
じ
行
政
区
域
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

一
七
年
区
域
変
更
に
よ
っ
て
、
豊
福
村
な
ど
四
か
村
は
、
曲
野
村
列
に
、
西
下
郷
村
は
松
崎

町
列
に
加
え
ら
れ
た
。
二
二
年
の
町
村
制
施
行
に
よ
り
、
豊
福
村
ほ
か
四
か
村
が
合
併
し
て

豊
福
村
と
な
っ
た
。 

（
四
） 

当
尾
村 

旧
藩
時
代
は
河
江
手
永
惣
庄
屋
の
支
配
を
受
け
、
曲
野
、
古
保
山
、
萩
尾
、
浦
川
内
、
久

具
お
よ
び
大
野
の
区
域
ご
と
に
庄
屋
が
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
村
を
な
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
明

治
三
年
（
一
八
七
〇
）
の
藩
政
改
革
に
よ
り
里
正
に
よ
っ
て
総
括
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

五
年
に
は
里
正
が
廃
止
さ
れ
て
戸
長
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
る
こ
と
に
っ
た
。
一
二
年
郡
区
町

村
編
制
法
施
行
に
よ
り
、
曲
野
、
古
保
山
、
荻
野
は
三
か
村
で
、
浦
川
内
は
豊
福
村
ほ
か
三

か
村
と
、
久
具
は
西
下
郷
ほ
か
四
か
村
と
、
ま
た
大
野
は
松
橋
ほ
か
三
か
村
と
そ
れ
ぞ
れ
一

行
政
区
域
と
な
っ
た
が
、
一
七
年
改
正
さ
れ
て
曲
野
、
浦
川
内
、
豊
福
、
古
保
山
、
内
田
、

両
仲
間
、
荻
尾
お
よ
び
竹
崎
の
八
か
村
が
一
行
政
区
域
と
な
り
、
一
人
の
戸
長
に
よ
っ
て
統

治
さ
れ
、
一
方
、
久
具
、
大
野
の
両
村
は
松
橋
町
ほ
か
七
か
村
と
一
行
政
区
域
を
な
し
、
他

の
戸
長
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
て
い
た
。
二
二
年
の
町
村
制
施
行
に
よ
り
、
曲
野
村
ほ
か
五
か

村
が
合
併
し
て
当
尾
村
と
な
っ
た
。 

 

２ 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯 

松
橋
町
ほ
か
三
か
村
合
併 

こ
の
地
域
は
、
従
来
か
ら
学
校
、
伝
染
病
院
を
共
同
設
置
し
て

お
り
、
ま
た
地
理
的
条
件
、
経
済
的
条
件
等
か
ら
み
て
も
一
つ
の
地
区
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を

も
ち
、
住
民
の
人
情
風
俗
も
類
似
し
て
い
る
等
、
合
併
へ
の
条
件
が
整
っ
て
い
た
と
い
え
る
。 

促
進
法
の
施
行
に
伴
な
う
県
の
合
併
試
案
も
松
橋
町
、
当
尾
村
、
豊
福
村
お
よ
び
豊
川
村
の

四
か
町
村
合
併
を
予
定
し
、
こ
の
試
案
に
基
づ
き
関
係
四
か
町
村
の
合
併
問
題
が
協
議
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。 

関
係
町
村
の
協
議
に
あ
た
っ
て
は
、
別
段
特
記
す
る
ほ
ど
の
問
題
は
な
か
っ
た
が
、
昭
和
二

九
年
（
一
九
五
四
）
三
月
下
旬
に
、
不
知
火
村
か
ら
合
併
加
入
の
申
込
み
が
行
な
わ
れ
、
ま
た
、

同
年
五
月
に
は
松
合
町
か
ら
も
合
併
加
入
の
申
込
み
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
松
橋
地
区
の
大

勢
は
、
不
知
火
村
、
松
合
町
の
加
入
を
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
適
当
と
考
え
ず
、
五
月
下
旬
正
式
に

両
町
村
の
合
併
加
入
を
拒
否
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
四
か
町
村
の
合
併
は
さ
し
て
問
題
も
な
く
、
二
九
年
一
二
月
一
日
を
も
っ
て
新

松
橋
町
の
発
足
を
み
る
に
至
っ
た
。 

宇
土
郡
と
の
境
界
変
更 

宇
土
町
の
う
ち
、
大
字
松
山
の
岩
谷
、
国
嶽
お
よ
び
外
野
の
各
地

区
は
、
地
理
的
お
よ
び
経
済
的
な
条
件
に
よ
り
早
く
か
ら
松
橋
町
へ
の
編
入
を
希
望
し
て
い
た

が
、
新
松
橋
町
が
発
足
し
た
あ
と
一
段
と
編
入
の
気
運
が
高
ま
り
、
宇
土
町
と
協
議
の
結
果
、

昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
一
一
月
一
日
を
も
っ
て
同
地
区
は
境
界
変
更
に
よ
り
松
橋
町
に
編

入
さ
れ
た
。 

 

３ 

合
併
条
件
お
よ
び
協
定
事
項 

（
一
） 
合
併
の
形
式 

 

松
橋
町
、
豊
川
村
、
豊
福
村
、
当
尾
村
を
合
体
し
町
と
す
る
。 

（
二
） 

実
施
時
期 

 

昭
和
二
九
年
一
二
月
一
日 

（
三
） 

新
町
名 

 
町
名
は
「
松
橋
町
」
と
す
る
。 
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（
四
） 

役
場
の
位
置 

１ 

役
場
の
所
在
地
は
、
下
益
城
郡
松
橋
町
字
大
道
三
九
五
番
地
の
一
と
す
る
。（
現
在

地
は
、
松
橋
町
大
字
大
野
八
五
番
地
） 

２ 
建
物
は
昭
和
三
〇
年
度
に
新
築
す
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
ま
で
の
間
は
松
橋
町
役
場

に
て
執
務
す
る
。 

（
五
） 

役
場
出
張
所 

 

出
張
所
は
設
け
な
い
。 

（
六
） 

議
員
の
任
期 

町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
を
適
用
し
、
そ
の
任
期
は
在
任
期
間
と

す
る
。 

（
七
） 

議
員
の
選
挙
区 

 

選
挙
区
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。 

（
八
） 

農
業
委
員
会
の
委
員
の
任
期
、
定
数 

町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
の
三
の
規
定
を
適
用
し
、
そ
の
定
数
を
二
七
人
と
し
、
昭
和
三

〇
年
五
月
三
一
日
ま
で
在
任
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
九
） 

教
育
委
員
会
の
委
員
の
任
期
お
よ
び
定
数 

町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
の
二
の
規
定
を
適
用
し
、
そ
の
定
数
を
、
四
人
と
し
、
任
期
は
、

議
会
議
員
の
任
期
と
同
様
と
す
る
。 

（
一
〇
） 

合
併
関
係
町
村
の
職
員
の
身
分
取
扱
い 

町
村
合
併
促
進
法
第
二
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
町
村
合
併
の
際
、
現
に
そ
の
職
に
あ
る
合

併
関
係
町
村
の
一
般
職
の
職
員
は
、引
き
続
き
新
町
の
職
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
せ
し
め
、

職
員
の
勤
続
年
数
は
、
こ
れ
を
継
承
す
る
も
の
と
す
る
。
特
別
職
の
職
員
は
、
町
村
合
併
功

労
者
と
し
て
別
に
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。
一
般
職
の
職
員
の
退
職
手
当
は
、
国
家
公
務
員

に
準
じ
て
普
通
退
職
手
当
の
額
に
、
左
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
給
す
る
も
の

と
す
る
。 

１ 

昭
和
二
九
年
二
月
末
日
ま
で
に
退
職
の
申
出
を
し
た
者
一
〇
〇
分
の
二
〇
〇 

２ 

昭
和
三
〇
年
二
月
末
日
ま
で
に
退
職
の
申
出
を
し
た
者
一
〇
〇
分
の
一
六
○ 

３ 

昭
和
三
〇
年
五
月
末
日
ま
で
に
退
職
の
申
出
を
し
た
者
一
〇
〇
分
の
一
三
〇 

（
一
一
） 

助
役
の
定
数 

 

一
人
と
す
る
。 

（
一
二
） 

部
落
連
絡
員
の
設
置 

合
併
関
係
の
嘱
託
員
は
こ
れ
を
当
分
現
在
の
ま
ま
存
置
し
、将
来
必
要
に
応
じ
統
合
す
る
。

 

（
一
三
） 

資
産
お
よ
び
負
債 

１ 

各
町
村
有
資
産
は
、
無
条
件
で
新
町
に
提
供
す
る
。 

２ 

各
町
村
有
負
債
は
、
無
条
件
で
新
町
に
引
き
継
ぐ
。 

（
一
四
） 

消
防
団
の
統
合 

１ 

現
在
の
四
か
町
村
の
消
防
機
械
、
器
具
は
新
町
に
引
き
継
ぎ
、
ガ
ソ
リ
ン
ポ
ン
プ

を
購
入
す
る
。 

２ 

松
橋
町
に
消
防
団
の
本
部
を
置
き
、
各
町
村
に
分
団
を
設
置
す
る
。 

３ 

分
団
数
お
よ
び
団
員
数
は
、
当
分
の
間
現
在
の
ま
ま
と
す
る
。 

（
一
五
） 

国
民
健
康
保
険 

豊
福
村
、
豊
川
村
健
康
保
険
事
業
は
、
町
村
合
併
促
進
法
第
一
八
条
に
よ
り
存
続
し
、
新

町
発
足
後
三
か
年
以
内
に
お
い
て
全
区
域
内
に
実
施
す
る
よ
う
考
慮
す
る
。 

村
民
税
の
賦
課
率
に
つ
い
て
は
、
均
一
課
税
と
す
る
。 

（
一
六
） 

事
業 

各
町
村
に
お
け
る
土
木
・
耕
地
お
よ
び
そ
の
他
各
種
の
継
続
事
業
お
よ
び
既
定
計
画
事
業

は
、
継
続
し
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。 

（
一
七
） 

次
の
団
体
の
早
期
統
合
を
あ
っ
せ
ん
す
る
。 

農
業
協
同
組
合
、
農
業
共
済
組
合
、
青
年
団
、
婦
人
会
、
体
育
会
、
商
工
会
、
そ
の
他 

（
一
八
） 

町
民
税
の
賦
課
率 

均
一
課
税
と
し
、
標
準
税
率
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
旧
豊
福
村
に
対
し
て
は
、
三
か
年

開
通
減
額
で
調
整
す
る
。 

（
一
九
） 

大
字
お
よ
び
字
の
名
称 

合
併
関
係
町
村
の
大
字
お
よ
び
字
は
、
現
在
の
ま
ま
と
す
る
。 

（
二
〇
） 

無
灯
火
部
落
の
解
消 
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町
村
名

松
橋
町

豊
川
村

豊
福
村

当
尾
村

　
　

長

浜
田

政
雄

上
原

茂

福
田

典
蔵

池
上

巌

 

助

役

上
田

恵
一

岡
崎
美
代
次

蔵
岡

範
三

北
岡

秀
雄

 

収

入

役

緒
方

隆

関

鉄
蔵

揃
田

清
一

上
野

定
雄

 

議

長

米
沢

次
一

吉
田

長
雄

村
上

二
男

丸
目
寿
一
郎

 

副

議

長

坂
口
宇
之
助

池
上

重
茂

島
田

清
一

吉
田

末
人

４ 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長

５ 
 

合
併
時
の
関
係
町
村
の
現
況
表

【
旧
下
益
城
郡
小
川
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】

１ 
 

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

（
市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

区

分

人

口

戸

数

面

積

戸人人人人人人人

平
方
粁

商

工

業

そ

の

他

計

一
八
、
二
五
〇

三
、
二
五
〇

四
二
・
〇
二

一
、
四
七
九

一
、
一
〇
一

二
、
五
八
〇

五
、
六
〇
六

一
〇
、
〇
六
二

一
五
、
六
七
〇

一
二二一

一
二
、
三
六
九

五
、
八
一
八

二
八
九

二
、
八
八
四

三
、
一
七
三

一
二一一

三
、
三
八
六

三
、
八
三
四

一
、
八
四
〇

二
、
〇
〇
八

三
、
八
四
八

―

一

―

四
、
三
〇
三

二
二
四

一
、
四
三
七

二
、
三
四
四

三
、
七
八
一

―――

三
、
一
八
〇

四
三
六

二
、
〇
四
二

二
、
八
二
六

四
、
八
六
八

―――

一
、
五
〇
〇

一
、
三
二
四

四
、
一
九
九

八
八
八

一
・
五
六

―

一
、
〇
二
六

一
、
〇
二
六

四
、
〇
五
七

六
三
五

一
二
・
七
九

五
九

一
五
〇

二
〇
九

四
、
六
五
一

七
五
五

一
一
・
三
四

一
四
五

七
二
五

八
七
〇

五
、
三
四
三

九
七
二

一
六
・
三
三

二
四
九

二
二
六

四
七
五

松
橋
町

松
橋
町

豊
川
村

豊
福
村

当
尾
村

合

併

町

村

千
円

千
円

そ

の

他

計

官

公

署

中

学

校

高

等

学

校

国

税

納

税

額

県

税

納

税

額

そ
の
他

の
業
態

中
学
校
以

上
の
学
校

都
市
的

業

態

業

態

生

業

の
割
合

農

業

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

市

町

村

税

納

税

額

前

年

度

予

算

総

額

生

産

額

鉱

工

産

農

産

そ

の

他

計

三
〇
、
七
四
六

六
六
、
六
五
〇

―

一
二
、
〇
〇
〇

四
〇
七
、
七
二
〇

五
〇
〇

四
二
〇
、
二
二
〇

七
、
四
六
七

二
三
、
五
一
七

―

一
二
、
〇
〇
〇

一
六
、
〇
〇
〇

―

二
六
、
〇
〇
〇

八
、
三
二
三

一
二
、
二
二
〇

――

一
〇
五
、
四
〇
八

五
〇
〇

一
〇
五
、
九
〇
八

六
、
九
五
六

一
三
、
六
六
九

――

一
〇
五
、
六
四
二

―

一
〇
五
、
六
四
二

八
、
〇
〇
〇

一
七
、
二
一
四

――

一
八
〇
、
六
七
〇

―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
八
〇
、
六
七
〇　

会
社
、工
場
、

事
業
場

資
本
金
五
百

万
円
以
上

（

）

河

江

村

小
野
部
田
村

八

代

郡

竜
北
村
大
字
高
塚
の
一
部

益

南

村

小

川

町

海

東

村

大
字
南
新
田
の
一
部
を
八
代
郡
竜
北
村
へ
分
離

（
昭
三
三
・
一
・
一
境
界
変
更
）

（
昭
三
〇
・
四
・
一
新
設
）

（
昭
三
三
・
三
・
三
一
新
設
）

（
昭
三
三
・
一
・
一
境
界
変
更
）

小

川

町

小

川

町

川

尻

村

住

吉

村

新

田

村

市

制

・

町

村

制

後

終

戦

ま

で

終

戦

時

市

制

・

町

村

制

前
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（
一
） 

 

河
江
村

 
 

旧
藩
時
代
は
、
河
江
手
永
惣
庄
屋
の
支
配
を
受
け
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
大
小

区
制
に
お
い
て
は
、
白
川
県
第
一
二
大
区
に
属
し
、
南
新
田
、
新
田
、
川
尻
、
住
吉
、
新
田

出
の
五
か
村
が
第
二
小
区
に
、
江
頭
、
河
江
、
北
新
田
の
三
か
村
が
第
三
小
区
に
な
っ
た
。

一
二
年
、
郡
区
町
村
編
制
法
の
施
行
に
よ
り
、
本
村
の
地
域
は
二
つ
の
行
政
区
域
に
分
か
れ

た
。
す
な
わ
ち
、
新
田
、
南
新
田
、
川
尻
、
北
新
田
、
江
頭
、
河
江
の
六
か
村
が
一
区
と
、

新
田
出
、
住
吉
は
、
浅
川
、
砂
川
と
と
も
に
一
区
と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
戸
長
役
場
が
置

か
れ
た
が
、
一
七
年
の
行
政
区
の
改
正
に
よ
り
、
川
尻
な
ど
八
か
村
が
一
行
政
区
域
と
な
っ

て
、
二
二
年
の
町
村
制
施
行
に
よ
る
合
併
の
基
礎
を
な
し
た
。

（
二
） 

 

小
野
部
田
村

 
 

旧
藩
時
代
は
、
河
江
手
永
惣
庄
屋
の
管
下
に
あ
っ
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
大
小

区
制
に
お
い
て
は
、
第
一
二
大
区
第
三
小
区
に
編
入
さ
れ
た
が
、
一
二
年
の
郡
区
町
村
編
制

法
の
施
行
に
よ
り
、
北
小
野
村
、
中
小
野
村
、
南
小
野
村
、
南
部
田
村
、
北
部
田
村
の
五
か

村
が
同
一
行
政
区
域
に
編
制
さ
れ
、
戸
長
役
場
の
統
治
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二

二
年
、
町
村
制
施
行
に
伴
な
い
、
こ
の
北
小
野
村
ほ
か
四
か
村
が
合
併
し
て
小
野
部
田
村
と

な
っ
た
。

 
 

旧
藩
時
代
は
、
河
江
手
永
惣
庄
屋
の
管
下
に
あ
っ
た
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
七
月
、

廃
藩
置
県
に
よ
り
下
益
城
郡
は
、
熊
本
県
に
編
入
さ
れ
、
さ
ら
に
同
年
一
一
月
、
八
代
県
と

な
っ
て
区
制
が
布
か
れ
た
。
八
代
県
は
、
六
年
一
月
、
一
年
二
か
月
に
し
て
白
川
県
に
合
併

さ
れ
た
が
、
本
町
の
地
域
は
白
川
県
第
三
七
大
区
の
第
二
一
、
一
三
小
区
に
属
し
、
七
年
の

改
正
で
第
一
二
大
区
の
第
三
小
区
、
第
四
小
区
と
な
っ
た
。
一
二
年
、
郡
区
町
村
編
制
法
が

施
行
さ
れ
る
と
、
本
町
の
地
域
は
二
つ
の
行
政
区
域
に
分
け
ら
れ
、小
川
町
と
西
北
小
川
村
、

東
小
川
と
南
小
川
の
両
村
が
そ
れ
ぞ
れ
一
行
政
区
を
な
し
た
が
、
一
七
年
に
こ
の
両
区
は
合

わ
せ
て
一
行
政
区
域
に
修
正
さ
れ
、
二
二
年
の
町
村
制
施
行
に
伴
う
小
川
町
合
併
の
基
礎
を

な
し
た
。

 
 

旧
藩
時
代
は
、
河
江
手
永
に
属
し
、
上
江
頭
に
会
所
を
置
く
惣
庄
屋
の
支
配
を
受
け
た
。

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
、
庄
屋
は
里
正
に
改
め
ら
れ
、
本
村
の
地
域
は
、
東
海
東
お
よ
び
北

海
東
、
南
海
東
お
よ
び
西
海
東
に
そ
れ
ぞ
れ
里
正
が
置
か
れ
て
村
政
が
行
な
わ
れ
た
。
七
年

の
大
小
区
制
に
お
い
て
は
、小
川
町
の
一
部
と
と
も
に
第
一
二
大
区
第
四
小
区
に
編
入
さ
れ
、

同
一
戸
長
の
統
治
を
受
け
た
。
一
二
年
、
大
小
区
制
が
廃
止
さ
れ
、
郡
区
町
村
編
制
法
が
施

行
さ
れ
る
と
、
北
海
東
お
よ
び
東
海
東
、
南
海
東
お
よ
び
西
海
東
が
そ
れ
ぞ
れ
一
行
政
区
域

と
な
っ
て
戸
長
役
場
が
置
か
れ
た
が
、
一
七
年
に
両
区
域
は
一
区
域
に
ま
と
め
ら
れ
、
二
二

年
の
町
村
制
の
施
行
に
伴
い
、
四
か
村
が
合
併
し
て
海
東
村
と
な
っ
た
。

 
 

小
川
、
海
東
、
河
江
お
よ
び
小
野
部
田
の
四
か
町
村
は
、
従
来
か
ら
小
川
町
を
経
済
の
中
心

と
し
た
一
ブ
ロ
ッ
ク
を
形
成
し
て
お
り
、
人
情
、
風
俗
等
も
類
似
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
四
か

町
村
の
執
行
部
お
よ
び
議
会
は
、
四
か
町
村
合
併
を
目
途
と
し
て
昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）

九
月
の
上
旬
に
、
最
初
の
四
か
町
村
合
併
促
進
協
議
会
を
開
催
し
た
が
、
町
村
合
併
促
進
法
制

定
に
伴
な
い
発
表
さ
れ
た
県
の
合
併
試
案
で
も
、
こ
の
四
か
町
村
合
併
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。

 
 

そ
の
後
、
事
務
局
に
お
い
て
は
、
四
か
町
村
合
併
議
案
の
作
成
、
行
財
政
の
現
況
調
査
等
、

河

江

村

新

田

出

村

南

新

田

村

江

頭

村

北

新

田

村

南

小

野

村

北

小

野

村

北

部

田

村

南

部

田

村

中

小

野

村

西
北
小
川
村

南

小

川

村

東

小

川

村

小

川

町

西

海

東

村

北

海

東

村

南

海

東

村

東

海

東

村

河

江

村

河

江

村

小
野
部
田
村

小
野
部
田
村

小

川

町

小

川

町

海

東

村

海

東

村

（
明
二
二
・
四
・
一
新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一
新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一
新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一
新
設
）

（
三
） 

 

小
川
町

（
四
） 

 

海
東
村

２ 
 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯
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四
か
町
村
合
併
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
が
、
協
議
が
重
ね
ら
れ
て
い
く
う
ち
に
、
小
野

部
田
、
河
江
の
両
村
内
に
、
小
川
町
、
海
東
村
と
の
合
併
に
反
対
し
二
か
村
の
み
で
合
併
し
よ

う
と
す
る
声
が
も
ち
あ
が
っ
た
。
こ
の
小
野
部
田
、
河
江
両
村
の
動
き
に
対
し
て
、
小
川
町
は
、

四
か
町
村
合
併
が
で
き
な
い
場
合
は
、
海
東
村
を
除
い
た
三
か
町
村
合
併
と
い
う
線
を
も
ち
だ

し
た
が
、
小
野
部
田
、
河
江
の
二
か
村
合
併
の
意
向
は
意
外
に
強
固
な
も
の
で
あ
っ
た
。 

一
方
、
海
東
村
は
、
小
川
地
区
と
の
合
併
が
で
き
な
い
場
合
は
、
地
形
的
な
関
係
で
他
地
区

と
の
合
併
も
望
め
な
い
状
況
に
あ
っ
た
た
め
、
な
ん
と
か
四
か
町
村
合
併
を
実
現
し
た
い
と
い

う
意
向
が
強
く
、
再
三
に
わ
た
っ
て
既
定
方
針
ど
お
り
四
か
町
村
合
併
の
実
現
を
主
張
し
た
。 

益
南
村
の
誕
生 

こ
の
よ
う
に
四
か
町
村
合
併
の
計
画
は
、
途
中
で
挫
折
し
、
小
野
部
田
、

河
江
の
二
か
村
合
併
の
動
き
が
、
具
体
化
し
て
き
た
。
昭
和
二
九
年
九
月
一
一
日
、
二
か
村
合

併
促
進
協
議
会
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
日
の
協
議
会
で
、
翌
三
〇
年
四
月
一
日
を
も
っ
て
二
か
村

が
合
併
し
、
益
南
村
と
し
て
発
足
す
る
等
の
主
要
事
項
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
九
年
一

二
月
ま
で
の
間
に
数
回
に
わ
た
り
協
議
会
が
重
ね
ら
れ
た
結
果
、
一
二
月
五
日
両
村
議
会
に
お

い
て
合
併
の
議
決
が
な
さ
れ
、
三
〇
年
四
月
一
日
を
も
っ
て
益
南
村
が
発
足
し
た
。 

小
川
町
の
誕
生 

益
南
村
の
合
併
議
決
が
な
さ
れ
た
昭
和
二
九
年
一
二
月
以
降
し
ば
ら
く
の

間
は
、
小
川
町
、
海
東
村
に
お
い
て
も
合
併
の
動
き
は
休
止
の
状
態
で
あ
っ
た
が
、
翌
三
〇
年

六
月
、
県
の
主
催
に
よ
り
益
南
、
小
川
、
海
東
の
三
か
町
村
合
併
懇
談
会
が
開
か
れ
た
。
こ
の

席
上
で
、
小
川
町
、
海
東
村
は
極
力
三
か
町
村
合
併
を
主
張
し
た
の
に
対
し
、
益
南
村
に
は
し

ば
ら
く
現
状
維
持
を
主
張
す
る
者
と
、
村
民
の
世
論
が
あ
れ
ば
合
併
の
考
え
も
あ
る
と
い
う
者

が
あ
っ
た
が
、
結
論
と
し
て
は
、
三
か
町
村
合
併
に
努
力
す
る
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
た
。 

そ
の
後
、
小
川
町
お
よ
び
海
東
村
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
立
場
で
、
益
南
村
に
対
し
て
合
併
の

働
き
か
け
を
行
な
い
、
県
に
お
い
て
も
合
併
呼
び
か
け
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
三
か
町
村
に
配
布

す
る
な
ど
合
併
促
進
を
図
っ
た
。 

し
か
し
、
益
南
村
に
お
け
る
意
見
の
対
立
は
は
げ
し
く
、
益
南
村
と
小
川
町
だ
け
の
二
か
町

村
合
併
案
、
あ
る
い
は
、
い
ず
れ
の
町
村
と
も
合
併
し
な
い
案
等
の
意
見
も
強
く
な
り
、
も
は

や
議
会
お
よ
び
執
行
部
だ
け
で
は
態
度
を
決
定
し
か
ね
る
状
態
に
な
る
一
方
、
小
川
町
お
よ
び

海
東
村
か
ら
の
呼
び
か
け
も
ま
す
ま
す
は
げ
し
く
な
っ
た
。
三
二
年
一
月
一
六
日
、
県
は
、
三

か
町
村
合
併
に
つ
い
て
の
知
事
勧
告
を
だ
し
た
た
め
、
益
南
村
も
い
よ
い
よ
態
度
を
決
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
益
南
村
は
、
最
終
的
に
は
住
民
の
世
論
を
ま
つ
ほ
か
は

な
い
と
し
て
住
民
投
票
が
考
え
ら
れ
た
が
、
こ
の
投
票
に
つ
い
て
も
そ
の
結
果
を
心
配
す
る
者

も
あ
り
、
住
民
投
票
を
実
施
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
論
議
さ
れ
た
。
結
局
、
同
年
三
月
一
〇
日
、

住
民
投
票
が
行
な
わ
れ
、
合
併
賛
成
一
、
二
〇
五
票
、
合
併
反
対
一
、
八
六
四
票
で
合
併
反
対

が
強
く
、
心
配
さ
れ
た
事
が
事
実
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
一
月
に
だ
さ
れ
た
知

事
勧
告
に
対
し
て
、
益
南
村
と
し
て
は
こ
れ
以
上
合
併
を
推
進
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し

て
、
県
の
合
併
計
画
の
変
更
を
要
望
し
た
が
、
小
川
、
海
東
の
両
町
村
で
は
、
同
年
四
月
、
そ

れ
ぞ
れ
三
か
町
村
合
併
の
議
決
を
し
て
、
そ
の
旨
を
県
に
報
告
し
た
。 

し
か
し
、
益
南
村
の
住
民
投
票
の
結
果
に
よ
り
、
合
併
促
進
の
動
き
は
そ
の
後
し
ば
ら
く
休

止
状
態
に
な
っ
た
が
、
県
な
ら
び
に
小
川
町
、
海
東
村
は
、
な
お
三
か
町
村
合
併
を
希
望
し
、

三
二
年
一
〇
月
に
入
り
、
三
か
町
村
の
長
お
よ
び
議
長
の
六
者
会
談
が
開
か
れ
、
再
び
合
併
へ

の
動
き
が
開
始
さ
れ
た
。 

こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
益
南
村
に
お
け
る
合
併
反
対
の
意
見
も
大
分
や
わ
ら
ぎ
、
同
年
一
二

月
に
は
、
第
一
回
の
三
か
町
村
合
併
促
進
協
議
会
が
開
催
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
後
、
数
回

に
わ
た
り
協
議
が
重
ね
ら
れ
た
結
果
、
三
か
町
村
合
併
と
い
う
基
本
方
針
に
は
さ
ほ
ど
反
対
は

な
く
、
た
だ
、
合
併
条
件
に
つ
い
て
多
少
の
論
議
が
あ
っ
た
程
度
で
、
三
三
年
三
月
三
一
日
を

も
っ
て
新
小
川
町
の
発
足
を
み
た
。 

益
南
村
と
竜
北
村
と
の
境
界
変
更 

小
川
町
の
誕
生
よ
り
前
の
昭
和
三
三
年
（
一
九
五
八
）

一
月
一
日
、
益
南
村
と
八
代
郡
竜
北
村
と
の
間
に
、
土
地
改
良
事
業
の
結
果
、
境
界
を
明
確
に

す
る
た
め
境
界
変
更
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
の
変
更
地
区
に
は
居
住
す
る
者
も
な
く
別
に
問
題
は

な
か
っ
た
。 

 

３ 

合
併
条
件
お
よ
び
協
定
事
項 

河
江
村
、
小
野
部
田
村
の
合
併 

（
一
） 

合
併
形
式 

 

合
体
合
併 

（
二
） 

実
施
の
時
期 

 

昭
和
三
〇
年
四
月
一
日 

（
三
） 

新
村
名 

 

村
名
を
「
益
南
村
」
と
す
る
。 

（
四
） 

役
場
の
位
置 

１ 
下
益
城
郡
河
江
村
南
新
田
四
七
七
番
地
、
現
河
江
村
役
場
を
増
築
し
充
て
る
。 

（
五
） 
役
場
の
出
張
所 

 

出
張
所
は
設
け
な
い 

（
六
） 

議
員
の
任
期 

河
江
村
お
よ
び
小
野
部
田
村
議
会
の
議
員
は
、
町
村
合
併
促
進
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
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に
基
づ
き
昭
和
三
〇
年
四
月
二
九
日
ま
で
在
任
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
七
） 

議
員
の
選
挙
区 

 

選
挙
区
は
設
け
な
い
。 

（
八
） 
合
併
関
係
町
村
の
職
員
の
身
分
取
扱
い 

町
村
合
併
促
進
法
第
二
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
町
村
合
併
の
際
、
現
に
そ
の
職
に
あ
る
合

併
関
係
町
村
の
一
般
職
の
職
員
は
、
引
き
続
き
新
村
の
身
分
を
保
有
せ
し
め
、
職
員
の
勤
続

年
数
は
、
こ
れ
を
継
承
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
般
職
の
職
員
の
退
職
手
当
は
、
国
家
公
務
員
に
準
じ
て
普
通
退
職
手
当
の
額
に
、
次
に

掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

１ 

昭
和
三
〇
年
四
月
末
日
ま
で
に
退
職
し
た
者
一
〇
〇
分
の
二
〇
〇
以
下 

２ 

昭
和
三
〇
年
六
月
末
日
ま
で
に
退
職
し
た
者
一
〇
〇
分
の
一
六
○
以
下 

３ 

昭
和
三
〇
年
九
月
末
日
ま
で
に
退
職
し
た
者
一
〇
〇
分
の
一
三
〇
以
下 

特
別
職
の
退
職
者
は
、
町
村
合
併
功
労
者
と
し
て
別
に
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
九
） 

助
役
の
定
数 

 

一
人
と
す
る
。 

（
一
〇
） 

部
落
連
絡
員
の
設
置 

合
併
関
係
町
村
の
嘱
託
員
は
当
分
現
在
の
ま
ま
と
し
、将
来
事
情
に
応
じ
統
合
整
備
す
る
。

 

（
一
一
） 

資
産
お
よ
び
負
債 

１ 

両
村
有
資
産
は
、
無
条
件
で
新
村
に
提
供
す
る
。 

２ 

両
村
有
負
債
は
、
無
条
件
で
新
村
に
引
き
継
ぐ
。 

（
一
二
） 

国
民
健
康
保
険 

小
野
部
田
村
国
民
健
康
保
険
事
業
は
、
町
村
合
併
促
進
法
第
一
八
条
に
よ
り
存
続
し
、
新

村
発
足
後
三
か
年
以
内
に
全
区
域
に
実
施
す
る
よ
う
考
慮
す
る
。 

（
一
三
） 

事
業 

両
村
に
お
け
る
土
木
、
耕
地
そ
の
他
の
継
続
事
業
お
よ
び
既
定
計
画
事
業
は
、
継
続
し
て

行
な
う
も
の
と
す
る
。 

（
一
四
） 

団
体
の
統
合
を
左
の
と
お
り
あ
っ
せ
ん
す
る
。 

１ 

益
南
村
婦
人
会
の
設
置
に
つ
い
て 

昭
和
三
〇
年
四
月
一
日
、
益
南
村
婦
人
会
を
設
置
し
、
そ
の
支
部
と
し
て
益
南
村
西
部

婦
人
会
と
益
南
村
東
部
婦
人
会
を
置
く
も
の
と
す
る
。 

２ 

益
南
村
青
年
団
の
設
置
に
つ
い
て 

昭
和
三
〇
年
四
月
一
日
、
益
南
村
青
年
団
を
設
置
し
、
そ
の
分
団
と
し
て
益
南
村
西
部

青
年
団
と
益
南
村
東
部
青
年
団
を
置
く
も
の
と
す
る
。 

３ 

益
南
村
消
防
団
の
設
置
に
つ
い
て 

昭
和
三
〇
年
四
月
一
日
、
益
南
村
消
防
団
を
設
置
し
、
そ
の
分
団
と
し
て
益
南
村
西
部

消
防
団
と
益
南
村
東
部
消
防
団
を
置
く
も
の
と
す
る
。 

（
一
五
） 

農
業
協
同
組
合
の
名
称
変
更
を
、
左
の
と
お
り
あ
っ
せ
ん
す
る
。 

河
江
村
農
業
協
同
組
合
を
益
南
村
西
部
農
業
協
同
組
合
、
小
野
部
田
村
農
業
協
同
組
合
を

益
南
村
東
部
農
業
協
同
組
合
と
改
称
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
一
六
） 

農
業
共
済
組
合
の
名
称
変
更
を
、
左
の
と
お
り
あ
っ
せ
ん
す
る
。 

河
江
村
農
業
共
済
組
合
を
益
南
村
西
部
農
業
共
済
組
合
、
小
野
部
田
村
農
業
共
済
組
合
を

益
南
村
東
部
農
業
共
済
組
合
と
改
称
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
一
七
） 

村
民
税
の
賦
課
率 

 

均
一
課
税
と
し
、
標
準
税
率
以
上
と
す
る
。 

（
一
八
） 

大
字
お
よ
び
字
の
名
称 

両
村
の
大
字
お
よ
び
字
は
の
名
称
は
、
現
在
の
ま
ま
と
す
る
。 

（
一
九
） 

保
育
所
の
設
置 

昭
和
二
九
年
度
に
お
い
て
小
野
部
田
村
に
保
育
所
を
設
置
し
、
昭
和
三
〇
年
四
月
一
日
よ

り
河
江
村
保
育
所
を
益
南
村
西
部
保
育
所
、
小
野
部
田
村
保
育
所
を
益
南
村
東
部
保
育
所
と

命
名
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
二
〇
） 

河
江
橋
よ
り
守
山
八
幡
宮
に
至
る
県
道
の
幅
員
の
拡
張 

（
二
一
） 

昭
和
三
〇
年
度
に
お
い
て
、
河
江
村
小
学
校
の
第
二
校
舎
お
よ
び
家
事
室
を
改

修
す
る
。 

（
二
二
） 

上
住
吉
よ
り
沖
塘
に
通
じ
る
村
道
の
幅
員
（
一
メ
ー
ト
ル
）
の
拡
張 

（
二
三
） 

河
江
村
巡
査
駐
在
所
よ
り
県
道
ま
で
の
側
溝
工
事
の
実
施 

（
二
四
） 

清
兵
衛
橋
の
改
修 

（
二
五
） 

長
右
衛
門
橋
の
改
修 

（
二
六
） 

事
業
計
画
の
実
施
割
合 

河
江
村
七
・
小
野
部
田
村
三 

 

益
南
村
ほ
か
二
か
町
村
の
合
併 

（
一
） 
合
併
の
形
式 

 

小
川
町
、
益
南
村
お
よ
び
海
東
村
を
合
体
し
、
町
と
す
る
。 

（
二
） 

実
施
の
時
期 

 

昭
和
三
三
年
三
月
三
一
日 

（
三
） 

新
町
名 

 
町
名
を
「
小
川
町
」
と
す
る
。 
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（
四
） 

役
場
の
位
置 

熊
本
県
下
益
城
郡
益
田
村
大
字
南
新
田
四
七
六
番
地
と
す
る
。 

（
五
） 
議
員
の
選
挙
区
お
よ
び
定
数 

１ 
議
員
の
定
数
は
、
一
八
人
と
す
る
。 

２ 

新
町
発
足
後
、
旧
町
村
の
区
域
を
単
位
に
選
挙
区
を
設
け
、
議
員
の
定
数
を
次
の

と
お
り
と
す
る
。 

小
川
選
挙
区 
五
人 

 

益
南
選
挙
区 

九
人 

 

海
東
選
挙
区 

四
人 

（
六
） 

選
挙
に
よ
る
農
業
委
員
会
委
員
の
定
数 

選
挙
に
よ
る
農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
は
、
一
八
人
と
す
る
。 

（
七
） 

合
併
関
係
町
村
の
職
員
の
身
分
取
扱
い 

１ 

町
村
合
併
促
進
法
第
二
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
町
村
合
併
の
際
現
に
そ
の
職

に
あ
る
合
併
関
係
町
村
の
一
般
職
の
職
員
は
、
引
き
続
き
新
町
の
職
員
と
し
て
身
分

を
保
有
せ
し
め
、
職
員
の
勤
続
年
数
は
、
こ
れ
を
継
承
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

特
別
職
の
退
職
手
当
に
関
し
て
は
、
関
係
町
村
間
の
均
衡
を
失
し
な
い
よ
う
別
途

考
慮
す
る
。 

（
八
） 

資
産
お
よ
び
負
債 

１ 

合
併
関
係
町
村
有
資
産
は
、
無
条
件
で
新
町
に
引
き
継
ぐ
。 

２ 

合
併
関
係
町
村
有
負
債
は
、
無
条
件
で
新
町
に
引
き
継
ぐ
。 

（
九
） 

国
民
健
康
保
険 

益
南
村
国
民
健
康
保
険
事
業
は
、
町
村
合
併
促
進
法
第
一
八
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
存
続

し
、
新
町
発
足
後
三
年
以
内
に
お
い
て
全
区
域
に
実
施
す
る
よ
う
考
慮
す
る
。 

（
一
〇
） 

町
民
税
の
賦
課
率 

新
市
町
村
建
設
促
進
法
第
二
二
条
の
規
定
を
適
用
し
、
三
か
年
以
内
に
均
衡
を
失
し
な
い

よ
う
調
整
し
、
昭
和
三
六
年
度
よ
り
均
等
課
税
す
る
。 

（
一
一
） 

大
字
お
よ
び
字
の
名
称 

合
併
関
係
町
村
の
大
字
お
よ
び
字
は
、
現
在
の
ま
ま
と
す
る
。 

（
一
二
） 

中
学
校
の
統
合 

 

中
学
校
は
、
合
併
後
統
合
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

益
南
村
ほ
か
二
か
町
村
合
併
に
お
け
る
議
会
の
議
決
を
要
す
る
協
定
事
項 

（
一
） 

合
併
形
式 

 

益
南
村
の
既
定
事
実
を
認
め
た
対
等
合
併
と
す
る
。 

（
二
） 

町
長
職
務
執
行
者 

 

職
務
執
行
者
は
、
現
益
南
村
長
と
す
る
。 

（
三
） 

臨
時
教
育
委
員
の
定
数 

 

定
数
は
五
人
と
し
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

小
川
町
二
人 

益
南
村
二
人 

海
東
村
一
人 

（
四
） 

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
の
定
数 

 

定
数
は
三
人
と
し
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

小
川
町
一
人 

益
南
村
一
人 

海
東
村
一
人 

（
五
） 

協
議
委
員
会
の
定
数 

定
数
は
三
三
人
と
し
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
会
長
は
益
南
村
委
員
を
も
っ
て

充
て
る
。 小

川
町
八
人 

益
南
村
一
七
人 

海
東
村
八
人 

（
六
） 

職
員
の
定
数
お
よ
び
給
与 

１ 

職
員
の
定
数
は
、
益
南
村
定
数
条
例
に
よ
る
人
口
比
率
を
基
準
と
す
る
。
そ
の
割

合
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

益
南
村
一
八
人
（
職
員
一
人
当
り
人
口
五
〇
九
・
八
人
）
人
口
八
、
六
六
六
人 

小
川
町
一
一
人
（
現
員
一
五
人
）
人
口
五
、
二
四
一
人 

海
東
村
九
人
（
現
員
一
四
人
）
人
口
四
、
二
三
五
人 

た
だ
し
、
人
口
は
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
一
日
の
国
勢
調
査
に
よ
る
。 

２ 

職
員
の
整
理
は
、
合
併
前
に
そ
れ
ぞ
れ
の
町
村
に
お
い
て
行
な
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

給
与
に
つ
い
て
は
合
併
前
に
調
整
す
る
。 

（
七
） 

財
産
処
分 

 

財
産
区
は
設
定
し
な
い
。 

（
八
） 

中
学
校
の
統
合 

 

統
合
を
原
則
と
し
、
教
育
委
員
会
に
は
か
る
。 

（
九
） 

役
場
出
張
所 

役
場
出
張
所
は
置
か
な
い
。
た
だ
し
、
海
東
村
に
駐
在
職
員
を
置
く
こ
と
を
考
慮
す
る
。 

（
一
〇
） 

町
村
民
税
の
賦
課
率 

海
東
村
の
町
村
民
税
の
賦
課
率
は
、
不
均
一
課
税
を
適
用
し
、
昭
和
三
三
年
度
よ
り
昭
和

三
五
年
ま
で
と
す
る
。 

課
税
率
は
、
昭
和
三
二
年
度
税
率
の
割
合
と
す
る
。 

（
一
一
） 

合
併
の
実
施
時
期 

合
併
の
期
日
は
、
昭
和
三
二
年
度
中
、
そ
の
期
日
に
つ
い
て
は
関
係
町
村
長
、
議
長
に
一

任
す
る
。 
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４ 
 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長

（
一
） 

 
河
江
村
、
小
野
部
田
村
の
合
併

（
二
） 

 

益
南
村
ほ
か
二
か
町
村
の
合
併

５ 
 

合
併
時
の
関
係
町
村
の
現
況
表

（
一
） 

 

河
江
村
、
小
野
部
田
村
の
合
併

（
二
）
益
南
村
ほ
か
二
か
町
村
の
合
併

村

名

河

江

村

小
野
部
田
村

　
　

長

桑
原

俊
雄

吉
村

運
蔵

 

助

役

江
口

勝
義

江
村

勝
記

 

収

入

役

三
川

登

井
尻

秀
雄

 

議

長

坂
田
伊
太
郎

吉
田
弥
生
人

 

副

議

長

森
田

初
次

稼

光
五
郎

町
村
名

益
南
村

小
川
町

海
東
村

　
　

長

桑
原

俊
雄

遠
山

敬
吉

松
永

民
雄

 

助

役

吉
村

優

柏
原

留
己

吉
迫

利
春

 
収

入

役

平
田

貢

佐
野

敏
人

松
崎

豊
藤

 

議

長

野
田

保

吉
富

達
雄

河
瀬

一
夫

 

副

議

長

宮
本

繁
次

柏
原

静
樹

上
田

英
道

区

分

人戸

平
方
粁

人

口

戸

数

面

積

一
四
・
七
四

一
、
三
九
五

九
一
〇

四
八
五

八
、
七
四
七

七
・
八
八

五
、
七
七
七

六
・
八
六

二
、
九
七
〇

益

南

村

河

江

村

小

野

部

田

村

合

併

町

村

区

分

人

人

口

一
八
、
二
四
四

五
、
二
四
三

八
、
七
七
一

四
、
二
三
〇

小

川

町

小

川

村

益

南

村

海

東

村

関

係

村

都
市
的

業

態

そ
の
他

の
業
態

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円 人人人人 人人

商

工

業

そ

の

他

そ

の

他

計計

農

業

官

公

署

中
学
校
以

上
の
学
校

中

学

校

高

等

学

校

国

税

納

税

額

県

税

納

税

額

市

町

村

税

納

税

額

前

年

度

予

算

総

額

会
社
、工
場
、事
業
場(

資
本
金
五
百
万
円
以
上)

生

産

額

鉱

工

産

農

産

そ

の

他

計

業

態

生

業

の
割
合

二
七
〇
、
六
〇
二

一
九
五
、
七
〇
五

二
〇
、
〇
〇
〇

二
四
九
、
三
五
二

一
、
二
五
〇

―

二
八
、
四
七
六

一
六
、
七
八
八

九
七
九

六
、
一
三
四

―

一三

九
、
四
三
一

一
、
四
九
九

六
、
九
三
三

三
一
六

三
一
六

―

三
一
六

三
一
六

―

― ――

八
、
〇
〇
〇

一
八
七
、
七
〇
五

― ―

一
八
、
〇
六
五

一
一
、
五
三
三

四
、
五
一
七

七
六
〇

二
一
九

―

一二

五
、
四
六
一

九
九
三

四
、
四
六
八

七
四
、
八
九
七

一
二
、
〇
〇
〇

六
一
、
六
四
七

一
、
二
五
〇

―

一
〇
、
四
一
一

五
、
四
七
一

一
、
六
一
七

― ―

一

二
、
九
七
〇

五
〇
六

二
、
四
六
四
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都
市
的

業

態

そ
の
他

の
業
態

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円 人人人人 人

戸人

平
方
粁

商

工

業

そ

の

他

そ

の

他

計計

農

業

官

公

署

中
学
校
以

上
の
学
校

中

学

校

高

等

学

校

国

税

納

税

額

県

税

納

税

額

市

町

村

税

納

税

額

前

年

度

予

算

総

額

会
社
、工
場
、事
業
場(

資
本
金
五
百
万
円
以
上)

生

産

額

鉱

工

産

農

産

そ

の

他

計

戸

数

面

積

業

態

生

業

の
割
合

八
六
一
、
六
三
二

四
一
、
二
〇
〇

四
四
九
、
〇
九
二

三
七
一
、
三
四
〇一

六
四
、
九
二
一

三
四
、
四
七
四

四
、
九
六
八

一
七
、
二
六
八

―
二九

一
五
、
三
一
〇

二
、
六
三
五

一
二
、
六
七
五

二
、
九
三
四

一
、
九
四
九

一
、
六
三
三

二
、
六
一
八

九
八
五

四
〇
・
一
八

三
、
〇
四
六

二
一
六
、
五
六
〇

六
〇
〇

九
五
、
九
六
〇

一
二
〇
、
〇
〇
〇

―

一
九
、
〇
〇
七

一
〇
、
一
三
七

九
、
七
二
〇

三
、
二
二
七

― ―

三

二
、
六
二
五

七
二
五

一
、
九
〇
〇

九
八
五

五
・
七
九

九
三
一

五
一
九
、
四
九
二

二
〇
、
〇
〇
〇

二
四
九
、
三
五
二

二
五
〇
、
一
四
〇一

二
八
、
七
四
七

一
八
、
〇
五
五

七
、
一
二
七

一
、
五
四
九

―

一三

八
、
四
五
五

六
、
九
三
三

一
、
五
二
二

三
一
六

一
、
四
〇
〇

―

一
五
・
六
六

三
一
六

一
二
五
、
五
八
〇

二
〇
、
六
〇
〇

一
〇
三
、
七
八
〇

一
、
二
〇
〇

―

一
七
、
一
六
七

六
、
二
八
二

一
九
二

四
二
一

―

一二

四
、
二
三
〇

三
八
八

三
、
八
四
二

― ―

一
八
・
七
三

―

七
一
五

【
旧
下
益
城
郡
豊
野
町
に
お
け
る
合
併
の
歴
史
】

１ 
 

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
町
村
の
沿
革

（
市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

 
 

旧
藩
時
代
、
安
見
村
、
山
崎
村
、
糸
石
村
お
よ
び
巣
林
村
は
豊
田
組
、
下
郷
村
、
中
間
村
お

よ
び
上
郷
村
は
小
熊
野
組
と
称
し
て
、
と
も
に
中
山
手
永
に
属
し
、
堅
志
田
会
所
惣
庄
屋
の
管

下
に
あ
っ
た
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
廃
藩
置
県
の
際
、
両
郷
と
も
八
代
県
に
属
し
、
里

正
に
よ
っ
て
政
治
が
行
わ
れ
て
い
た
。
六
年
に
八
代
県
は
白
川
県
と
な
り
、
豊
野
組
、
小
熊
野

組
を
あ
わ
せ
て
戸
長
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
七
年
の
改
正
大
小
区
制
に
お
い

て
は
、
第
九
大
区
第
一
〇
小
区
に
属
し
た
。
そ
の
後
、
一
二
年
に
豊
田
郷
、
小
熊
野
組
の
各
村

は
一
旦
別
個
の
行
政
区
域
を
形
成
し
た
が
、一
七
年
に
は
再
び
合
併
し
て
一
行
政
区
域
と
な
り
、

二
二
年
の
町
村
制
施
行
に
よ
り
豊
田
組
、小
熊
野
組
の
七
か
村
が
合
併
し
て
豊
野
村
と
な
っ
た
。

旧
地
名
か
ら
豊
田
組
の
「
豊
」
と
小
熊
野
組
の
「
野
」
の
各
一
字
を
と
り
、「
豊
野
」
の
村
名
に

し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

豊

野

村

豊

野

村

（
平
一
二
・
七
・
一
町
制
施
行
）

（
明
二
二
・
四
・
一
新
設
）

市

制

・

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

終

戦

ま
で

終

戦

時

糸

石

村

上

郷

村

安

見

村

中

間

村

巣

林

村

下

郷

村

山

崎

村

豊

野

村

豊

野

村
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２ 
町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯 

昭
和
二
八
年
（
一
九
五
四
）
に
町
村
合
併
促
進
法
が
制
定
さ
れ
た
際
、
村
内
の
一
部
に
は
隣

村
中
山
村
と
の
合
併
の
意
思
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
地
理
的
条
件
等
に
よ
り
合
併
は
困
難

な
状
況
で
あ
っ
た
。 

し
か
も
、
当
時
は
人
口
も
八
、
〇
〇
〇
人
以
上
あ
り
、
県
の
合
併
試
案
で
も
単
独
村
と
し
て

残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
後
、
平
成
一
二
年
七
月
に
、
町
制
を
施
行
す
る
に
至
っ
て
い
る
。 
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